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䜎䛸䜑䚸᪥ᮏ䛾ඖẼᅇ䛻ຊ䛷ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛟䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌

㻌
䠍䠊᪥ᮏ⤒῭䛾⌧≧ㄆ㆑㻌
㻌

䠄⤒῭䛾⌧≧ㄆ㆑䠅㻌
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䠄ඛ⾜䛝䛾䝸䝇䜽䠅㻌
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᭰ᕷሙ䛾ືྥ䛺䛹䛜䛒䜛䚹䠣䠓ኌ᫂䛻䛒䜛䛸䛚䜚䚸Ⅽ᭰䝺䞊䝖䛾㐣ᗘ䛾ኚ
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䛘䜛䜒䛾䛷䛒䜚䚸Ⅽ᭰ᕷሙ䛾ື䛝䜢ཝ䛧䛟ὀど䛧䛶䛔䛟䚹㻌

㻌

䠎䠊⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀ䛾ᇶᮏⓗどⅬ㻌
㻌

䛣䛖䛧䛯⌧≧ㄆ㆑䛾ୗ䚸㬀ᒣᨻᶒ䛻䛚䛡䜛⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀ䛿䚸௨ୗ䛾㻌

䠏䛴䛾どⅬ䛻❧䛴䚹㻌
㻌
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ཝ䛧䛔⤒ 䞉̈̀㞠⏝ໃ䛻ᑐᛂ䛧䚸ᬒẼ䛾ᣢ䛱┤䛧䛾ື䛝䜢☜䛛䛺䜒䛾䛸

䛧䛶䛔䛟䚹䛣䛾䛯䜑䚸ᙜ㠃䛾ྲྀ⤌䛸䛧䛶䚸ྍ⬟䛺ᨻ⟇䜢⥲ືဨ䛧䛶䛂⥭ᛴᑐ

ᛂ䛃䛻ᙜ䛯䜚䚸᮶䛻䛛䛡䛶⤒ 䞉̈̀㞠⏝䜢ୗᨭ䛘䛩䜛䛸ྠ䛻䚸⤒῭䜢ୖྥ

䛛䛫䜛ຊ䛾⤖㞟䜢ᅗ䜛䚹㻌

䠄䠍䠅⥭ᛴᑐᛂ䇷ໃ䛻ᛂ䛨䛯ᶵືⓗ䛺ᑐᛂ㻌

䞉 ⤒ 䞉̈̀㞠⏝ໃ䛾ኚ䛻༶ᛂ䛧䚸⤒ 䞉̈̀㞠⏝䛾Ᏻᐃ䛾䛯䜑䛻ᶵືⓗ

䛺ᑐᛂ䜢ྲྀ䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸㞠⏝䞉⏕άᏳ䛾㧗䜎䜚䛻ᛂ䛘䛯䛂⥭ᛴᑐ

ᛂ䛃䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ᴗ䛾㈨㔠⧞䜚䛻䜢ᮇ䛩䛯䜑䛾䛂㔠⼥ᑐ⟇䛃

䛺䛹䛻䜘䛳䛶ᬒẼ䛾ୗᨭ䛘䜢⾜䛖䚹㻌
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䠄䠎䠅ᨻᗓ䞉᪥㖟䛾୍య䛸䛺䛳䛯ᑐᛂ㻌

䞉 ᨻᗓ䛿䚸ᅜẸ䛜ᬒẼᅇ䜢ᐇឤ䛷䛝䜛䛯䜑䛻䛿䚸䝕䝣䝺䛾ඞ᭹䛜㔜

せ䛷䛒䜛䛸䛾ㄆ㆑䜢᪥ᮏ㖟⾜䛸ඹ᭷䛧䚸᪥ᮏ㖟⾜䛸୍య䛸䛺䛳䛶䚸ᙉ

ຊ䛛䛴⥲ྜⓗ䛺ྲྀ⤌䜢⾜䛔䚸ᬒẼᅇ䜢☜ᐇ䛺䜒䛾䛸䛧䛶䛔䛟䜘䛖

ᨻ⟇ດຊ䜢㔜䛽䛶䛔䛟䚹㻌

䞉 ᪥ᮏ㖟⾜䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸䛣䛖䛧䛯ᨻᗓ䛾ྲྀ⤌䛸ᩚྜⓗ䛺䜒䛾䛸䛺䜛䜘䛖䚸

ᨻᗓ䛸⥭ᐦ䛺ሗ䞉㐃ᦠ䜢ಖ䛱䛴䛴䚸㐺ษ䛛䛴ᶵືⓗ䛺㔠⼥

ᨻ⟇䛾㐠Ⴀ䛻䜘䛳䛶⤒῭䜢ୗᨭ䛘䛩䜛䜘䛖ᮇᚅ䛩䜛䚹㻌

㻌

䠘➨䠎䠚୰㛗ᮇⓗ䛺ྲྀ⤌㻌䇷㻌ᡂ㛗ᡓ␎䛾᥎㐍䛸㈈ᨻつᚊ㻌

䠄䠍䠅ᡂ㛗ᡓ␎䛾᥎㐍㻌

䞉 ୍᪉䛷䚸୰㛗ᮇⓗ䛺ほⅬ䛛䜙䚸௨ୗ䛾Ⅼ䜢㋃䜎䛘䛯ᡂ㛗ᡓ␎䛾䛸䜚

䜎䛸䜑䜢㐍䜑䛶䛔䛟䚹㻌

䇷㻌 䛂㞠⏝䛃䛂⎔ቃ䛃䛂Ꮚ䛹䜒䛃䛂⛉Ꮫᢏ⾡䛃䛂䜰䝆䜰䛃➼䛻㔜Ⅼ䜢⨨䛝䛺㻌

䛜䜙䚸୰㛗ᮇⓗ䛺ᡂ㛗ᡓ␎䜢᥎㐍䛩䜛䚹㻌

䇷㻌 ᣢ⥆ⓗ䛺⤒῭ᡂ㛗䝰䝕䝹䜢☜❧䛧䚸ே䚻䛜ඹ䛻䚸Ᏻᚰ䛧䛶⏕ά

䛧䚸Ꮚ䛹䜒䜢⏘䜏⫱䛶䛶䛔䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛♫䜢ᐇ⌧䛩䜛䚹㻌

㻌

䠄䠎䠅ᡂ㛗ຊᙉ䛸㈈ᨻつᚊ䛾୧❧䇷୰ᮇ㈈ᨻ䝣䝺䞊䝮䛾⟇ᐃ㻌

䞉 ᣢ⥆ⓗ䛺⤒῭ᡂ㛗ᐇ⌧䛾䛯䜑䛻䛿䚸ᮍ᮶䛾Ꮚ䛹䜒㐩䛻䝒䜿䜢ṧ䛥䛺

䛔䜘䛖䚸ᡂ㛗ຊᙉ䛸㈈ᨻつᚊ䛾୧❧䜢ᅗ䜛ᚲせ䛜䛒䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸

」ᩘᖺᗘ䜢ど㔝䛻ධ䜜䛯୰ᮇ㈈ᨻ䝣䝺䞊䝮䜢䠎䠌䠍䠌ᖺ๓༙䛻⟇ᐃ

䛩䜛䚹㻌

㻌

䠘➨䠏䠚ᅇ䛾⤒῭ᑐ⟇㻌䇷㻌⥭ᛴᑐᛂ䛸ᡂ㛗ᡓ␎䜈䛾ᕸ▼㻌

䠄䠍䠅ᑐ⟇䛾ᰕ䇷䛂㞠⏝䛃䛂⎔ቃ䛃䛂ᬒẼ䛃㻌
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ໃ䜈䛾䛂⥭ᛴᑐᛂ䛃䛸䚸䐠䛂ᡂ㛗ᡓ␎䜈䛾ᕸ▼䛃䛾䠎䛴䛾どⅬ䛻ᇶ䛵

䛟䜒䛾䛸䛩䜛䚹㻌

䞉 䛺ᰕ䛿䛂㞠⏝䛃䛂⎔ቃ䛃䛂ᬒẼ䛃䛸䛧䚸䛟䜙䛧䛾ᘓ䛸పⅣ⣲♫䜈䛾

㌿䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹䜎䛯䚸་⒪➼䛂⏕ά䛾Ᏻᚰ☜ಖ䛃䜔䚸Ⲩᗫ䛧䛯ᆅ᪉

䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛾䛂ᆅ᪉ᨭ䛃䛺䛹䛻䜒ᙉຊ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌
㻌

䠄䠎䠅ලయⓗ䛺ᑐ⟇䇷䠏䛴䛾ཎ 㻌๎

䐟䛂⥭ᛴᛶ䛃䚸䛂༶ຠᛶ䛃䛾㧗䛔⟇䜢᭱ඃඛ㻌

䞉 ලయⓗ䛺⟇䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂⥭ᛴⓗ䛺ᚲせᛶ䛃䜢㔜ど䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸

⤒ 䞉̈̀㞠⏝ຠᯝ䚸㓟Ⅳ⣲๐ῶຠᯝ䛻䛚䛔䛶᭷ຠ䛺䜒䛾䜢ඃඛ

䛩䜛䚹㻌
㻌

䐠ษ䜜┠䛾䛺䛔⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀ㻌

䞉 ᅇ䛾⤒῭ᑐ⟇䛻క䛔ᖹᡂ䠎䠍ᖺᗘ➨䠎ḟ⿵ṇண⟬䜢ᥦฟ䛧䚸ᖹ

ᡂ䠎䠎ᖺᗘண⟬䛸䛾㛫䜢䛴䛺䛠䛣䛸䛻䜘䜚䚸䛂ษ䜜┠䛾䛺䛔䛃⤒῭㈈

ᨻ㐠Ⴀ䜢⾜䛖䚹㻌
㻌

䐡䛂▱ᜨ䛃䜢ά䛛䛧䛶䚸䛂ᅜẸ₯ᅾຊ䛃䛾Ⓨ䛷ᬒẼᅇ䜢┠ᣦ䛩㻌

䞉 䛷䛝䜛㝈䜚㈈ᨻ䛻౫Ꮡ䛫䛪䚸ไᗘ䞉つไ䛺䛹䛂䝹䞊䝹䛾ኚ᭦䛃䜔ᅜ

Ẹ୍ே䜂䛸䜚䛾✚ᴟⓗ䛺ཧຍ䛻䜘䛳䛶䚸ᅜẸ䛜ᣢ䛳䛶䛔䜛₯ᅾຊ

䠄ᅜẸ₯ᅾຊ䠅䛜Ⓨ䛥䜜䜛䛣䛸䜢㔜ど䛩䜛䚹㻌

䞉 䛸䛟䛻䚸᪂䛯䛺㟂せฟ䛻ྥ䛡䚸䛣䜜䜎䛷䛝䛺ᒾ┙䛻✺䛝ᙜ䛯䜚䚸

䛧䛶䛝䛯ไᗘ䞉つไᨵ㠉䛻ṇ㠃䛛䜙ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌
㻌

䠄䠏䠅⟇ᇳ⾜䛾㐍ᤖ⟶⌮㻌

䞉 ᅇ䛾ᑐ⟇䛻ᥖ䛢䜛ྛ⟇䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜᐙᡓ␎ᐊཬ䜃ෆ㛶ᗓ䛜䚸

ຠᯝⓗ䞉ຠ⋡ⓗ䛺ᇳ⾜䜢ᅗ䜛ほⅬ䛛䜙㛵ಀ⪅䛻㐍ᤖ≧ἣ䛾ሗ࿌䜢

ồ䜑䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨ᨵၿᥐ⨨䜢ㅮ䛨䛥䛫䜛䛺䛹䚸䠬䠠䠟䠝䝃䜲䜽䝹䛻❧

⬮䛧䛯㐍ᤖ⟶⌮䜢ᚭᗏ䛩䜛䚹㻌 㻌
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䊡䠊ලయⓗ䛺ᑐ⟇㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

䠍䠊㞠⏝䇷⥭ᛴᑐᛂ⟇䜢ᙉ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸㞠⏝ᡓ␎䜢᥎㐍䛩䜛䚹㻌

㻌 䠘⥭ᛴᑐᛂ䠚㻌

䠄䠍䠅㞠⏝ㄪᩚຓᡂ㔠䛾せ௳⦆㻌

䠄䠎䠅㈋ᅔ䞉ᅔ❓⪅ᨭ䛾ᙉ㻌

䠄䠏䠅᪂༞⪅ᨭ䛾ᙉ㻌

䠄䠐䠅⥭ᛴ㞠⏝㐀䛾ᣑ㻌

䠄䠑䠅ಖ⫱䝃䞊䝡䝇䛾ᣑ➼ዪᛶ䛾ᑵປᨭ㻌

䠘ᡂ㛗ᡓ␎䜈䛾ᕸ▼䠚㻌

䠄䠍䠅㞠⏝䞉⏕άಖ㞀䝅䝇䝔䝮䛾☜❧㻌

䠄䠎䠅䛂㞠⏝ᡓ␎䛃䛾ᮏ᱁ⓗ䛺᥎㐍㻌

㻌

䠘⥭ᛴᑐᛂ䠚㻌

䠄䠍䠅㞠⏝ㄪᩚຓᡂ㔠䛾せ௳⦆㻌

ᴗ䛾㞠⏝⥔ᣢດຊ䜈䛾ᨭ䜢ᙉ䛩䜛䛯䜑䚸㞠⏝ㄪᩚຓᡂ㔠䛾ᨭ⤥せ௳䛾⦆

䜢ᮏᖺ䠍䠎᭶䛛䜙⥭ᛴⓗ䛻ᐇ䛩䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌

䕿㞠⏝ㄪᩚຓᡂ㔠䛾䛂⏕⏘㔞せ௳䛃䛾⦆㻌

䞉 㞠⏝ㄪᩚຓᡂ㔠䛾䛂⏕⏘㔞せ௳䛃䛻䛴䛔䛶䚸⌧⾜せ௳䛻ຍ䛘䚸㉥Ꮠ䛾

ᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᴗつᶍ䛻䛛䛛䜟䜙䛪䚸䛂๓䚻ᖺẚ䠍䠌䠂௨ୖῶ䛃䛾ሙྜ

䜒ᨭ⤥ᑐ㇟䛸䛩䜛䛣䛸䛸䛧䚸ᮏᖺ䠍䠎᭶䛛䜙ᐇ䛩䜛䚹㻌
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䠄䠎䠅㈋ᅔ䞉ᅔ❓⪅ᨭ䛾ᙉ㻌

ồ⫋୰䛾㈋ᅔ䞉ᅔ❓⪅䛜䚸䜃䛂ὴ㐵ᮧ䛃䜢ᚲせ䛸䛩䜛䛣䛸䛺䛟䚸Ᏻᚰ䛧䛶⏕ά䛜㏦䜜

䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛯䜑䚸ᨭ⟇䜢ᙉ䛩䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿ᐇຠ䛒䜛㈋ᅔ䞉ᅔ❓⪅ᨭ䠄䛂➨䠎䛾䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛃䠅䛾☜❧㻌

䠄䡭䠅䛂䝽䞁䝇䝖䝑䝥䞉䝃䞊䝡䝇䞉䝕䜲䛃䛾ᐇᨭ㻌

䞉 䛂䝽䞁䝇䝖䝑䝥䞉䝃䞊䝡䝇䞉䝕䜲䛃䛾ヨ⾜ᐇ䜢㋃䜎䛘䛯ᒎ㛤㻌

䠄䡮䠅䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛾䝽䞁䝇䝖䝑䝥┦ㄯᶵ⬟䛾ᐇ㻌

䞉 䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛻䛂ఫᒃ䞉⏕άᨭ䜰䝗䝞䜲䝄䞊䠄௬⛠䠅䛃䜢㓄⨨䛧䚸➨ 㻞 䛾䝉

䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛾ྛ✀ᨭไᗘ䛻䛴䛔䛶䛾䝽䞁䝇䝖䝑䝥䝃䞊䝡䝇䠄⥲ྜ┦ㄯ

䛸ᐇᶵ㛵䜈䛾ⓗ☜䛺ㄏᑟ䠅䜢ᐇ㻌

䠄䡯䠅䛂ఫ䜎䛔ᑐ⟇䛃䛾ᣑ㻌

䞉 䛂ఫᏯᡭᙜ䛃䜔䚸✵䛝♫ဨᑅ➼䛾ୖ䛢䛻䜘䜛䛂⥭ᛴ୍ᐟἩタ䛃䛾タ

⨨➼䛾⥅⥆ⓗᨭ㻌

䠄䡰䠅ྛᨭไᗘ䛾㐠⏝ᨵၿ㻌

䞉 ᨭ䜢ᚲせ䛸䛩䜛ே䛜ྛ✀䛾㈋ᅔ䞉ᅔ❓⪅ᨭไᗘ䛻☜ᐇ䛻䛴䛺䛜䜛䛯

䜑䛾ྛᨭไᗘ䛾㐠⏝ᨵၿ㻌

䠄䡱䠅⫋ᴗカ⦎䛸䛭䛾ᮇ㛫୰䛾⏕άಖ㞀䜢⾜䛖ồ⫋⪅ᨭไᗘ䛾タ䛻ྥ䛡

䛯᳨ウ䠄ᚋ㏙䠅㻌

䕿ゎ㞠⪅䞉ከ㔜മົ⪅➼䜈䛾Ẹἲᚊᢇຓ㻌

䞉 ᪥ᮏྖἲᨭ䝉䞁䝍䞊䛻䛚䛡䜛ປാၥ㢟➼䛾ゎỴ䛻ྥ䛡䛯Ẹἲᚊᢇ

ຓᴗ䛾㎿㏿䛺ᐇ㻌

㻌

䠄䠏䠅᪂༞⪅ᨭ䛾ᙉ㻌

᮶௨㝆ཝ䛧䛔ồேໃ䛜ぢ㎸䜎䜜䜛᪂༞ணᐃ䛾Ꮫ⏕䞉⏕ᚐ䛾ᑵ⫋ᨭ䜢ᙉ䛧䚸

➨䠎䛾䛂䝻䝇䝖䞉䝆䜵䝛䝺䞊䝅䝵䞁䛃䜢䛴䛟䜙䛺䛔䜘䛖䛻䛩䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿᪂༞⪅䛾ᑵ⫋ᨭែໃ䛾ᙉ㻌
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䠄䡭䠅Ꮫ➼䛾䛂ᑵ⫋┦ㄯဨ䛃䛾㓄⨨ಁ㐍㻌

䞉 Ꮫ➼䛻䛚䛡䜛ᑵ⫋┦ㄯဨ䠄䜻䝱䝸䜰䜹䜴䞁䝉䝷䞊➼䠅䛾㓄⨨ಁ㐍䛻䜘䜛

ᑵ⫋┦ㄯ䛾ᐇ䚸ᑵ⫋ຊ䜢㧗䜑䜛䜻䝱䝸䜰䜺䜲䝎䞁䝇䛾᥎㐍㻌

䠄䡮䠅䛂㧗༞䞉༞ᑵ⫋䝆䝵䝤䝃䝫䞊䝍䞊䛃䛾᭦䛺䜛⥭ᛴቑဨ㻌

䞉 ᑵ⫋ᨭ䛾ᑓ㛛⫋䛷䛒䜛䛂㧗༞䞉༞ᑵ⫋䝆䝵䝤䝃䝫䞊䝍䞊䛃䜢᭦䛻ቑဨ

䛩䜛䚹㻌

䠄䡯䠅㛵ಀᶵ㛵䛾㐃ᦠᙉ㻌

䞉 䝝䝻䞊䝽䞊䜽䛻䛚䛡䜛⥭ᛴᏛ༞ᨭ❆ཱྀ䛾タ⨨䛻䜘䜛㧗ᰯ䛸䛾㐃ᦠᙉ㻌

䕿䛂ᑵάᨭ䜻䝱䞁䝨䞊䞁䛃䛾ᒎ㛤㻌

䠄䡭䠅ᑵ⫋ㄝ᫂䛾✚ᴟⓗ䛺㛤ദ䛸࿘▱ᚭᗏ㻌

䠄䡮䠅᥇⏝ពḧ䛾䛒䜛୰ᑠᴗ➼䛾᥀䜚㉳䛣䛧ຍ㏿㻌

䞉 䛂㞠⏝ฟᴗ䛃䛾䝸䝇䝖䜢ᖺෆ䛻බ⾲㻌

䞉 䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䛾ᣑ䚸ồேᴗ䛾㛤ᣅ➼䛻䜘䜚䚸୰ᑠᴗ䛸᪂༞⪅䛾

䝬䝑䝏䞁䜾䜢ᅗ䜛䚹㻌

䠄䡯䠅ồேᣑ䜈䛾せㄳ㻌

䞉 ⤒῭ᅋయ䚸ᴗ⏺ᅋయ䜈䛾ồேᣑ䛾せㄳ㻌

䞉 ປാᒁ䛸㒔㐨ᗓ┴䛾㐃ᦠ䛻䜘䜛ồேᣑ䛾せㄳ㻌

䕿ᮍᑵ⫋༞ᴗ⪅䛾ᑵ⫋ᨭ䛾ᙉ㻌

䠄䡭䠅᪂༞⪅య㦂㞠⏝ᴗ䛾タ㻌

䞉 ᮍᑵ⫋༞ᴗ⪅䛾య㦂㞠⏝䜢ཷ䛡ධ䜜䜛ᴗ䛻ᑐ䛧䛶᪂༞⪅య㦂㞠⏝

ዡບ㔠䠄௬⛠䠅䜢ᨭ⤥㻌

䠄䡮䠅䛂ᮍᑵ⫋༞ᴗ⪅ྥ䛡䛃⫋ᴗカ⦎䛾ᐇཬ䜃カ⦎䞉⏕άᨭ⤥䛾ᣑ㻌

䞉 ⥭ᛴேᮦ⫱ᡂᨭᴗ䜢ά⏝䛧䚸ᮍᑵ⫋༞ᴗ⪅ྥ䛡⫋ᴗカ⦎䝁䞊䝇䜢タ

⨨䚹䛒䜟䛫䛶䚸カ⦎䞉⏕άᨭ⤥䛻ಀ䜛ᑐ㇟⪅䛾ᣑ䜢ᅗ䜛䚹㻌

䠄䡯䠅㔜Ⅼศ㔝䛷䛾㞠⏝ᨭ㻌

䞉 㔜Ⅼศ㔝䛻䛚䛡䜛㞠⏝䛾㐀䠄ᚋ㏙䠅䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾ᮍᑵ⫋༞ᴗ⪅䛾㞠⏝

䜈䛾㓄៖㻌
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䠄䠐䠅⥭ᛴ㞠⏝㐀䛾ᣑ㻌

ᡂ㛗ศ㔝䜢୰ᚰ䛸䛧䛯㞠⏝㐀䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ඛ⯡⟇ᐃ䛧䛯䛂⥭ᛴ㞠⏝㐀䝥䝻

䜾䝷䝮䛃䛾ᣑ䜢ᅗ䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿㔜Ⅼศ㔝䛻䛚䛡䜛㞠⏝䛾㐀㻌

䞉 ㆤ䚸་⒪䚸㎰ᯘ䚸⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚸ሗ㏻ಙ䚸ほග䚸ᆅᇦ♫㞠⏝➼

䛾ศ㔝䛻䛚䛡䜛᪂䛯䛺㞠⏝ᶵ䛾ฟ䚸ᆅᇦ䝙䞊䝈䛻ᛂ䛨䛯ேᮦ⫱ᡂ䜢

᥎㐍䛩䜛䚹㻌

䕿ᆅᇦ♫㞠⏝㐀ᴗ䛾タ㻌

䠄䡭䠅♫㉳ᴗ䜲䞁䜻䝳䝧䞊䝅䝵䞁ᴗ㻌

䞉 䠪䠬䠫䜔♫㉳ᴗᐙ䛺䛹♫ⓗᴗ➼䛾ᴗ䞉ᴗ䜢㏻䛨䛶䚸䛂ᆅᇦ♫

㞠⏝䛃䜢㐀䛩䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸♫㉳ᴗ䝥䝷䞁䞉䝁䞁䝨䝔䜱䝅䝵䞁䜢㏻䛨䛶䚸

䝇䝍䞊䝖䜰䝑䝥➼䜢ᨭ䛩䜛䚹㻌
䠄䡮䠅♫ⓗᴗேᮦฟ䞉䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᴗ㻌

䞉 ♫ⓗᴗศ㔝䛻䛚䛡䜛䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䜢ྵ䜑䛯ேᮦฟ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌

䕿ほග❧ᅜ䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯⟇䛾᥎㐍㻌

䞉 帝酣流癧質便豌尤昨透禍っ削皿傘嚔不跟⊕透禍腰ヌ肘囓昨豺賠透禍腰颱

そ桎颱典奉昨豺賠燦C擦彩冴嘆嚔曇朝ヌ肘颱そθ似孜χ昨鏘彳沪昨㌱ぁ

っ削皿傘弸曠カO透禍っ昨亦霙ɚ作跖九寨明燦盆）際傘甑㻌

䕿䛭䛾㻌

䞉 ᘓタປാ⪅䛾㞠⏝䛾☜ಖཬ䜃ᑵ⫋䛾ಁ㐍㻌

䞉 ᘓタᴗ䛾ᡂ㛗ศ㔝ᒎ㛤䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸⤒Ⴀ┦ㄯ❆ཱྀ䛻䛚䛡䜛┦ㄯయไ

䛾ᣑ䚸ሗ䛾࿘▱䚸ඹ᭷䛾ಁ㐍㻌

䞉 ᾏ㐠ᴗ⪅䛾ィ⏬ⓗ䛺㞠⏝☜ಖᨭ䛻䜘䜛ⱝᖺ⯪ဨ䛾ᑵ⫋䛾ಁ㐍㻌

㻌

䠄䠑䠅ಖ⫱䝃䞊䝡䝇䛾ᣑ➼ዪᛶ䛾ᑵປᨭ㻌

ዪᛶ䛜ാ䛝䜔䛩䛔⎔ቃ䛵䛟䜚䛾䛯䜑䚸Ⰻ㉁䛺ಖ⫱䝃䞊䝡䝇➼䛾ᣑ䚸ẕᏊᐙᗞ➼䛾

ᅾᏯᑵᴗ䛾ᨭ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌
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䕿ᚅᶵඣ❺ゎᾘ䜈䛾ྲྀ⤌㻌

䞉 ᆅᇦ䛾వ⿱䝇䝨䞊䝇䛾ά⏝➼䛻䜘䜛ㄆྍಖ⫱ᡤ䛾ศᅬ➼タ⨨䛾ಁ㐍䚸ᐙ

ᗞⓗಖ⫱䛾ᣑ䛻䜘䜚䚸ᚅᶵඣ❺䛾༙䜢༨䜑䜛పᖺ㱋ඣ䛾Ⰻ㉁䛺ಖ⫱

䜢ᣑ䛩䜛䚹㻌

䞉 Ἀ⦖┴䛻䛚䛔䛶䛿䚸⊂⮬䛾ᴗᇶ㔠䜢ά⏝䛧䛯⿵ຓไᗘ䛾ぢ┤䛧䛻䜘䜚

ㄆྍእಖ⫱タ䛾ㄆྍ䜔㉁䛾ྥୖ䛾ྲྀ⤌䜢᥎㐍䛩䜛䚹㻌

䕿ẕᏊᐙᗞ➼䛾ᅾᏯᑵᴗᨭ㻌

䞉 䛸ᐙᗞ䛾୧❧䜢ᅗ䜚䜔䛩䛔ാ䛝᪉䛸䛧䛶䚸ẕᏊᐙᗞ➼䛾䛂ᅾᏯᑵᴗ䛃

䛾ᣑ䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾⮬య䛾ྲྀ⤌䜢䛥䜙䛻᥎㐍䛩䜛䚹㻌

䕿䛂⫱ඣ䞉ㆤఇᴗ䝖䝷䝤䝹㜵Ṇᣦᑟဨ䠄௬⛠䠅䛃䛾タ⨨㻌

䞉 䛂⫱ఇษ䜚䛃➼䛾䝖䝷䝤䝹㜵Ṇ䛾䛯䜑䛾࿘▱䞉ᣦᑟ䜔┦ㄯ䜢ᐇ䛩䜛䚹㻌
㻌

䠘ᡂ㛗ᡓ␎䜈䛾ᕸ▼䠚㻌

⥭ᛴᑐᛂ䛸䛧䛶䚸㞠⏝⥔ᣢ䞉☜ಖ䜢୰ᚰ䛸䛩䜛䛂Ᏺ䜚䛃䜢ᙉ䛩䜛୍᪉䛷䚸䛂ᨷ䜑䛃䛾ྲྀ

⤌䛸䛧䛶䚸㞠⏝䞉⏕άಖ㞀䝅䝇䝔䝮䛾☜❧䜢䛿䛨䜑✚ᴟⓗ䛺㞠⏝ᡓ␎䜢ᒎ㛤䛩䜛䚹㻌

䠄䠍䠅㞠⏝䞉⏕άಖ㞀䝅䝇䝔䝮䛾☜❧㻌

䕿䝖䝷䞁䝫䝸䞁ᆺ䛾䛂➨䠎䛾䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛃䛾☜❧㻌

䞉 㠀ṇつປാ⪅䜔㛗ᮇኻᴗ⪅➼䛻ᑐ䛧䚸⫋ᴗカ⦎䛸䛭䛾ᮇ㛫୰䛾⏕άಖ

㞀䜢⾜䛖ồ⫋⪅ᨭไᗘ䛾タ䛻ྥ䛡䛯᳨ウ㻌

䕿㞠⏝ಖ㝤ไᗘ䛾ᶵ⬟ᙉ㻌

䞉 㠀ṇつປാ⪅䛻ᑐ䛩䜛䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖ᶵ⬟ᙉ䛾ほⅬ䛛䜙㐺⏝⠊ᅖ䛾

ᣑ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䜢㐍䜑䜛䚹㻌

䞉 㞠⏝ㄪᩚຓᡂ㔠䛾せ௳⦆䛻䛒䜟䛫䚸ᖹᡂ 㻞㻞 ᖺᗘ䛛䜙䛾ኻᴗ➼⤥䛻

ಀ䜛ᅜᗜ㈇ᢸ䛾ᘬୖ䛢䛻䛴䛔䛶䛿䚸㞠⏝ಖ㝤ไᗘ䛾Ᏻᐃⓗ㐠Ⴀ䜢☜ಖ

䛩䜛䛯䜑䚸ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ➨䠎ḟ⿵ṇண⟬䛻䛚䛔䛶ᑐᛂ䛩䜛䚹㻌

䞉 ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ௨㝆䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘண⟬⦅ᡂ㐣⛬䛻䛚䛔䛶᳨ウ䛧䚸

Ᏻᐃ㈈※䜢☜ಖ䛧䛯ୖ䛷䚸ᅜᗜ㈇ᢸ䜢ᮏ๎䠄㻞㻡䠂䠅䛻ᡠ䛩䚹䛣䜜䜢㞠⏝ಖ

㝤ἲ䛾ᨵṇ䛻┒䜚㎸䜐䚹㻌
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䠄䠎䠅䛂㞠⏝ᡓ␎䛃䛾ᮏ᱁ⓗ䛺᥎㐍㻌

䕿䠄䠍䠅䛾䜋䛛䚸䝽䞊䜽䞉䝷䜲䝣䞉䝞䝷䞁䝇䠄䛸⏕ά䛾ㄪ䠅䚸ዪᛶ䞉

㧗㱋⪅䞉㞀䛜䛔⪅➼䛾ປാཧຍಁ㐍䜔ከᵝ䛺ാ䛝᪉䛾☜ಖ䛺䛹䜢

ෆᐜ䛸䛩䜛䛂㞠⏝ᡓ␎䛃䛾ᮏ᱁ⓗ䛺᥎㐍䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹䛭䛾㝿䚸㞠⏝

䛻䛚䛡䜛㐺ษ䛺ປാ᮲௳䛾☜ಖ䛻␃ព䛩䜛䚹㻌
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䠎䠊⎔ቃ㻌 㻌
䇷ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇䛸ᬒẼᅇ䛾୧❧䜢┠ᣦ䛩㻌

䠘䛂䜶䝁ᾘ㈝䠏ᮏᰕ䛃䛾᥎㐍䠚㻌

䠄䠍䠅ᐙ㟁䜶䝁䝫䜲䞁䝖ไᗘ䛾ᨵၿ㻌

䠄䠎䠅䜶䝁䜹䞊⿵ຓ䛾ᘏ㛗➼㻌

䠄䠏䠅ఫᏯ∧䜶䝁䝫䜲䞁䝖ไᗘ䛾タ➼㻌

䠘ᡂ㛗ᡓ␎䜈䛾ᕸ▼䠚㻌

䠄䠍䠅᳃ᯘ䞉ᯘᴗ⏕䛾ຍ㏿㻌

䠄䠎䠅⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ᢏ⾡䜈䛾ᣮᡓ㻌

䠄䠏䠅㏻䞉⏘ᴗ䚸ᆅᇦ䛾పⅣ⣲䛾᥎㐍㻌

䠄䠐䠅䝅䝇䝔䝮䛾ᾏእᒎ㛤➼䛻䜘䜛ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ᴗ➼䛾᥎㐍㻌

䠄䠑䠅㈨※☜ಖᨭ㻌

䠄䠒䠅⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊㔞㈙ྲྀไᗘ䛾ᑟධ䛾᳨ウ㻌

䠄䠓䠅┬䜶䝛䞉⎔ቃᇶ‽䛾ᙉ➼㻌

㻌

䠘䛂䜶䝁ᾘ㈝䠏ᮏᰕ䛃䛾᥎㐍䠚㻌

⎔ቃᛶ⬟䛾㧗䛔ᐙ㟁䚸⮬ື㌴䚸ఫᏯ➼䛾ᬑཬ䜢ಁ㐍䛧䚸ᐙィ䛾 ᬮᑐ⟇䜢ຍ㏿

䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᬒẼᅇ䛻㈉⊩䛩䜛䚹㻌

䠄䠍䠅ᐙ㟁䜶䝁䝫䜲䞁䝖ไᗘ䛾ᨵၿ㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿䜶䝁䝫䜲䞁䝖ไᗘ䛾ᨵၿ㻌

䠄䡭䠅䜶䝁䝫䜲䞁䝖ไᗘ䛾ᘏ㛗䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺᮎ䜎䛷䠅㻌

䞉 ┬䜶䝛ᐙ㟁䠄ᆅୖ䝕䝆䝍䝹ᨺ㏦ᑐᛂ䝔䝺䝡䚸䜶䜰䝁䞁䚸෭ⶶᗜ䠅䛾㉎ධ䜢ᑐ
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㇟䛸䛩䜛䜶䝁䝫䜲䞁䝖ไᗘ䜢 㻥䛛᭶ᘏ㛗䛩䜛䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻝㻞᭶㻟㻝᪥䜎䛷ᘏ

㛗䠅䚹䛒䜟䛫䛶䚸⏝⪅䛾౽ᛶ䜢⪃៖䛧䚸⏦ㄳᡭ⥆䛝䜢ᨵၿ䛩䜛䚹㻌

䠄䡮䠅ᑐ㇟ᐙ㟁䛾┬䜶䝛ᇶ‽䛾ᙉ㻌

䞉 䝔䝺䝡䛾䝖䝑䝥䝷䞁䝘䞊ᇶ‽䜢ᙉ䛧䚸㻞㻜㻝㻞ᖺᗘ䜎䛷䛻㐩ᡂ䛩䜉䛝㧗䛔┬

䜶䝛┠ᶆᇶ‽್䜢タᐃ䛩䜛䚹䛣䜜䛻క䛔䚸䜶䝁䝫䜲䞁䝖䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛䝔䝺䝡

䜢䚸䜘䜚┬䜶䝛ᛶ⬟䛾㧗䛔〇ရ䛻㝈ᐃ䛩䜛䚹㻌

䠄䡯䠅䠨䠡䠠㟁⌫➼䛾⏝ಁ㐍㻌

䞉 䜶䝁䝫䜲䞁䝖ୖ䛾ඃ㐝ᥐ⨨䜢タ䛡䚸┬䜶䝛ຠᯝ䛾㧗䛔 㻸㻱㻰 㟁⌫䛺䛹༶

ᑐ㇟ၟရ䠄䠨䠡䠠㟁⌫䚸㟁⌫ᙧ⺯ගⅉ䚸㟁ᘧ䝙䝑䜿䝹Ỉ⣲㟁ụ䠅䜈

䛾ၟရ䜢ಁ㐍䛩䜛䚹㻌

㻌

䠄䠎䠅䜶䝁䜹䞊⿵ຓ䛾ᘏ㛗➼㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿⎔ቃᑐᛂ㌴䜈䛾㉎ධ⿵ຓ䛾ᘏ㛗➼㻌

䠄䡭䠅㉎ධ⿵ຓ䛾ᘏ㛗䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻥᭶ᮎ䜎䛷䠅㻌

䞉 ⎔ቃᑐᛂ㌴䛾㉎ධ䛻ᑐ䛧䛶୍ᐃ㢠䜢⿵ຓ䛩䜛ไᗘ䜢㻢䛛᭶ᘏ㛗䠄ᖹᡂ㻞㻞

ᖺ㻥᭶㻟㻜᪥䜎䛷ᘏ㛗䠅㻌

䠄䡮䠅┬䜶䝛ἲ䛻ᇶ䛵䛟⇞㈝つไ䛻䜘䜛᭦䛺䜛⇞㈝ᨵၿ㻌

䞉 ⌧ᅾ䛾㻞㻜㻝㻜ᖺᗘ⇞㈝ᇶ‽䜘䜚䜒᭦䛻ཝ䛧䛔㻞㻜㻝㻡ᖺᗘ⇞㈝ᇶ‽䛾㐩ᡂ䛻

ྥ䛡䛯⇞㈝ᨵၿ䜢ಁ㐍㻌

㻌

䠄䠏䠅ఫᏯ∧䜶䝁䝫䜲䞁䝖ไᗘ䛾タ➼㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿ఫᏯ∧䜶䝁䝫䜲䞁䝖ไᗘ䛾タ㻌

䞉 䜶䝁ఫᏯ䛾ᘓタ䚸䜶䝁ఫᏯ䜈䛾䝸䝣䜷䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ఫᏯ∧䜶䝁䝫䜲䞁䝖䜢

䛩䜛ไᗘ䜢タ㻌

䕿㧗ຠ⋡䛾ኴ㝧⇕⏝䝅䝇䝔䝮䛾ఫᏯ䜈䛾タ⨨ᬑཬ䛻㛵䛩䜛ᐇド

ᴗ㻌
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䠘ᡂ㛗ᡓ␎䜈䛾ᕸ▼䠚㻌

䠄䠍䠅᳃ᯘ䞉ᯘᴗ⏕䛾ຍ㏿㻌

⏝㛫ఆ䜢㐍䜑䜛䛯䜑䚸ேᮦ⫱ᡂ䚸㧗ᛶ⬟ᶵᲔ䚸ᴗ㞟⣙䛻䜘䜛䝁䝇䝖๐ῶ䜢

ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᅜ⏘ᮦ䛾㟂せ䜢ฟ䛧䚸᳃ᯘ䞉ᯘᴗ䛾⏕䜢ᅗ䜛䚹㻌

ą彬典ɚ作乕18ś 

禽邊㋼尤碕母ぁ戻定昨蘿禍削ユ際傘朝闍昨テ耨碕跖黻昨亦ò尤 

䞉 㞟⣙䛻ᚲせ䛺᳃ᯘᴗ䝥䝷䞁䝘䞊䜢⫱ᡂ䛩䜛䚹䜎䛯䚸ඛ㐍ᯘᴗᶵᲔ䛾

ᑟධ䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛣䜜䜢ຠ⋡ⓗ䛻✌ാ䛥䛫䜛䜸䝨䝺䞊䝍䞊䜔䚸ప䝁

䝇䝖䛷⪏ஂᛶ䛾䛒䜛㊰⥙సタ䜢⾜䛖䜸䝨䝺䞊䝍䞊䛾㣴ᡂ䜢ᅗ䜛䚹 

禽鴈霓質霓黻冨ブ寺鹿執(槻79)昨曚6 

䞉 ඛ⾜ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶䚸ᆅᇦ䛾యィ⏬䛻ᇶ䛵䛝㊰⥙ᩚഛ䚸ቃ⏺☜ᐃ䚸㧗ᛶ

⬟ᯘᴗᶵᲔ䜢ά⏝䛧䛯⏝㛫ఆ䛾ᐇ㊶ⓗྲྀ⤌䜢ᐇ䛩䜛䚹㻌

禽鑵闍母ぁ昨蘿禍 

䞉 㜵ⅆᛶ⬟ྥୖ䛻ಀ䜛ᘓ⠏≀䛾ᛶ⬟ㄆᐃ䜔䚸䠎㽢䠐ఫᏯ䛻䛚䛡䜛㒊ᮦ㛤Ⓨ

➼䚸ᆅᇦᮦ䜢ά⏝䛧䛯ᮌᮦ〇ရ䛾ᐇ⏝䜢ᅗ䜛䚹㻌

䞉 ᆅᇦᮦ䜢ά⏝䛧䛯ᒎ♧ఫᏯ䛾ᩚഛ➼䛻䜘䜛ᮌ㐀ఫᏯ䛾⯆㻌

 

䠄䠎䠅⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ᢏ⾡䜈䛾ᣮᡓ㻌

ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇䛻㈨䛩䜛ඛ➃◊✲タഛ䛾ᩚഛ➼䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸ᚋᩘᖺ䛷ᐇ⏝

䛜ぢ㎸䜎䜜䜛᭷ᮃ䛺⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ᢏ⾡䛾ᐇドᐇ㦂䜢㐍䜑䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌

䕿⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ᢏ⾡䜈䛾ᣮᡓ㻌

䠄䡭䠅䜾䝸䞊䞁䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾᥎㐍㻌

䞉 పⅣ⣲♫䛾ᐇ⌧䛻ྍḞ䛺⣲ᮦ䛾㛤Ⓨ➼䚸㠉᪂ⓗ䛺⎔ቃᢏ⾡㛤Ⓨ䛾

๓ಽ䛧䜔పⅣ⣲♫䝅䝇䝔䝮䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䛾᥎㐍㻌

䠄䡮䠅⎔ቃඛ➃ᢏ⾡◊✲䛾᥎㐍㻌

䠄䡯䠅పⅣ⣲♫ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯◊✲ᇶ┙ᩚഛ㻌

䠄䡰䠅⮬ື㌴⏝㟁ụ䛾つ᱁⤫୍㻌

䞉 ⮬ື㌴⏝㟁ụ䛻䛴䛔䛶䚸つ᱁䛾⤫୍䜢ᅗ䜛䚹㻌
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䠄䡱䠅䠨䠡䠠↷᫂䛾ᅜ㝿ᶆ‽䛾᥎㐍㻌

䞉 䠨䠡䠠↷᫂䛻㛵䛧䛶䚸┬䜶䝛ᛶ⬟➼䜢ホ౯䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺 ග᪉ἲ䛾

ᶆ‽䜢㐍䜑䜛䚹㻌

䠄䠏䠅㏻䞉⏘ᴗ䚸ᆅᇦ䛾పⅣ⣲䛾᥎㐍㻌

ከᵝ䛺䜶䝛䝹䜼䞊䛾ຠ⋡ⓗ⏝䜔㓟Ⅳ⣲➼䛾๐ῶ䛻ྥ䛡䛯㏻䜔⏘ᴗ䚸ᆅ

ᇦ䛻䛚䛡䜛ྲྀ⤌䜢ᨭ䛩䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿㏻䞉⏘ᴗ䛻䛚䛡䜛⎔ቃ㓄៖䛾ྲྀ⤌䜈䛾ᨭ➼㻌

䠄䡭䠅≀ὶ䞉㏻䛾పⅣ⣲㻌

䞉 ᾏୖ㏻䛾పⅣ⣲ಁ㐍䚸䜾䝸䞊䞁≀ὶ䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥㆟䛾ྲྀ⤌䛾

ᣑ➼䛻䜘䜛≀ὶ䞉㏻䛾పⅣ⣲㻌

䠄䡮䠅䛂㏻㏻䜾䝸䞊䞁᥎㐍䝥䝻䜾䝷䝮䛃䛾᥎㐍㻌

䞉 䡞䜾䝸䞊䞁㏻䛾᪥䡟䛾タᐃ䛺䛹䛻䜘䜚䚸䝬䜲䜹䞊䛛䜙⮬㌿㌴䚸㕲㐨䚸䝞䝇➼

䜈䛾㌿䜢ಁ㐍䛩䜛ྲྀ⤌䜢᥎㐍㻌

䠄䡯䠅ᅜෆ䜽䝺䝆䝑䝖ไᗘ䛾᭦䛺䜛᥎㐍㻌

䞉 ᆅ᪉⮬య➼䛸䛾㐃ᦠᙉ䛻䜘䜚䚸ᆅᇦ䛾୰ᑠᴗ➼䛾 㻯㻻㻞 ฟ๐ῶ

ᨭ䜢㏻䛨䚸ᡃ䛜ᅜ䛾䠒䠂๐ῶ⣙᮰䛾㐩ᡂ䛻㈉⊩㻌

䠄䡰䠅ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ຍ㏿ᨭ↓Ꮚ⼥㈨ᴗ䛾᥎㐍㻌

䠄䡱䠅పⅣ⣲ᆺ㞠⏝ฟ⏘ᴗ䛾ᅜෆ❧ᆅ䛾᥎㐍㻌

䕿ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛⎔ቃ㓄៖䛾ྲྀ⤌䜈䛾ᨭ➼㻌

䠄䡭䠅䛂⥳䛾ศᶒᨵ㠉䛃䛾᥎㐍㻌

䠄䡮䠅ሗ㏻ಙᢏ⾡䜢⏝䛔䛯ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇䛾᥎㐍㻌

䠄䡯䠅㎰ᒣ⁺ᮧ䛾⎔ቃຊᙉ㻌

䞉 ㎰ᒣ⁺ᮧ䛾⎔ቃຊ䠄ኴ㝧ග䚸䝞䜲䜸䝬䝇➼䠅䛾ά⏝䛻ྥ䛡䛯ᆅᇦ䛾ᐇド

ⓗ䛺ྲྀ⤌䜢᥎㐍㻌

䠄䡰䠅䠥䠰䜢ά⏝䛧䛯ᬽ䜙䛧䛾పⅣ⣲䛾᥎㐍㻌

䠄䡱䠅୰᰾ᕷ䞉≉ᕷ䜾䝸䞊䞁䝙䝳䞊䝕䜱䞊䝹ᇶ㔠䛾タ䚸䝏䝱䝺䞁䝆㻞㻡ᆅᇦ䛵

䛟䜚ᴗ䛾᥎㐍㻌
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䠄䡲䠅 ᐊຠᯝ䜺䝇ฟ๐ῶ䞉྾䜽䝺䝆䝑䝖ฟᨭᴗ䛾᥎㐍㻌

䞉 ୰ᑠᴗ䜔㎰ᯘᴗ➼䛾ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛 ᐊຠᯝ䜺䝇ฟ๐ῶ䞉྾䝥䝻䝆

䜵䜽䝖䜢ᨭ㻌

㻌

䠄䠐䠅䝅䝇䝔䝮䛾ᾏእᒎ㛤➼䛻䜘䜛ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ᴗ➼䛾᥎㐍㻌

㬀ᒣ䜲䝙䝅䜰䝔䜱䝤䜒㋃䜎䛘䚸పⅣ⣲ᆺ䞉⎔ቃᑐᛂ䜲䞁䝣䝷䠋䝅䝇䝔䝮➼䛾ᾏእᒎ㛤

䜢✚ᴟⓗ䛻ᨭ䛩䜛➼䚸ᾏእ䛷䛾ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ᴗ➼䜢᥎㐍䛩䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿పⅣ⣲ᆺ䞉⎔ቃᑐᛂ䜲䞁䝣䝷➼䛾䝅䝇䝔䝮䛾ᾏእᒎ㛤➼䛾᥎㐍䛺

䛹ᾏእ䛷䛾ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇ᴗ䛾ᙉ➼㻌

䠄䡭䠅㈠᫆ಖ㝤䞉㔠⼥ᨭ㻌

䞉 ㈠᫆ಖ㝤䜢ά⏝䛧䛯Ẹ㛫ศ㔝䛾䝸䝇䜽䝣䜯䜲䝘䞁䝇䛾ྲྀ⤌䛾ᙉ㻌

䞉 ᅜ㝿༠ຊ㖟⾜䛻䜘䜛Ẹ㛫䛸䛾༠ㄪ⼥㈨➼䛻䜘䜛䝸䝇䜽䝣䜯䜲䝘䞁䝇䛾ྲྀ⤌

䛾ᙉ㻌

䠄䡮䠅పⅣ⣲ᆺ䞉⎔ቃᑐᛂ䜲䞁䝣䝷➼䛾䝅䝇䝔䝮䛾ᾏእᒎ㛤ᨭ㻌

䞉 పⅣ⣲ᆺ䞉⎔ቃᑐᛂ䜲䞁䝣䝷➼䛻䛴䛔䛶䚸䝅䝇䝔䝮䛸䛧䛶䛾ᾏእᒎ㛤䜢ᨭ

䛩䜛䛯䜑䚸ᡃ䛜ᅜᴗ䛜ໟᣓⓗ䛻ᴗ䜢ᐇ䛩䜛䛯䜑䛾䝁䞁䝋䞊䝅䜰

䝮ᙧᡂᨭ㻌

䠄䡯䠅ᆅୖ䝕䝆䝍䝹ᨺ㏦᪥ᮏ᪉ᘧᬑཬ㻌

䠄䡰䠅Ẽೃኚື䛻䜘䜛ὥỈ䚸᪭㨧䚸㣗⣊㊊䜔᳃ᯘῶᑡ䞉ຎ➼䛻ᑐᛂ䛧䛯䜰

䝆䜰䞉䜰䝣䝸䜹➼䜈䛾⥭ᛴᨭ㻌
 

䠄䠑䠅㈨※☜ಖᨭ㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿ᡃ䛜ᅜᴗ䛻䜘䜛㈨※ୖὶᶒ┈䛾☜ಖ䛻ྥ䛡䛯ᨭ䛾ᙉ㻌

䞉 䠄⊂䠅▼Ἔኳ↛䜺䝇䞉㔠ᒓ㖔≀㈨※ᶵᵓ䠄䠦䠫䠣䠩䠡䠟䠅䛻䜘䜛䚸㔠ᒓ㖔≀䠄䝺

䜰䝯䝍䝹➼䠅ศ㔝䛻䛚䛡䜛㛤Ⓨ䞉⏕⏘ẁ㝵䛻䛒䜛㖔ᒣᶒ┈➼䛾ྲྀᚓ䛻ᑐ䛩

䜛ᨭไᗘ䛾タ㻌
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䞉 ▼Ἔ䞉ኳ↛䜺䝇ཬ䜃㔠ᒓ㖔≀䠄䝺䜰䝯䝍䝹➼䠅䛾ୖὶᶒ┈☜ಖᨭ䛾ཎ㈨

䛸䛧䛶䚸䠦䠫䠣䠩䠡䠟䛻䜘䜛ᨻᗓಖド䜚ධ䜜䜢ྍ⬟䛸䛩䜛ไᗘᨵṇ㻌

䕿䝺䜰䝯䝍䝹☜ಖᨭ㻌
䞉 䝺䜰䝯䝍䝹᥈ᰝ䛾ຍ㏿䚸䝺䜰䝯䝍䝹ᅜᐙഛ䛾ᙉ㻌

㻌

䠄䠒䠅⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊㔞㈙ྲྀไᗘ䛾ᑟධ䛾᳨ウ㻌

⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䠄ኴ㝧ග䚸㢼ຊ䚸ᑠỈຊ䚸䝞䜲䜸䝬䝇䚸ᆅ⇕➼䠅䛾㔞㈙ྲྀไ

ᗘ䛾ᑟධ䜢᳨ウ䛩䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊㔞㈙ྲྀไᗘ䛾ᑟධ䛾᳨ウ㻌

㻌

䠄䠓䠅┬䜶䝛䞉⎔ቃᇶ‽䛾ᙉ➼㻌

ண⟬ᥐ⨨䛻䜘䜛䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤䛸䛒䜟䛫䛶䚸ᅜẸ⏕ά䜔⤒῭άື䛻䛚䛡䜛ᆅ⌫ ᬮ

ᑐ⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸┬䜶䝛ἲ䛻ᇶ䛵䛟┬䜶䝛ᇶ‽➼㛵ಀ䛩䜛ᇶ‽䜔䝹䞊䝹䛾

ぢ┤䛧➼䜢㐍䜑䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿┬䜶䝛ἲ䛻ᇶ䛵䛟┬䜶䝛ᇶ‽䛾ぢ┤䛧㻌

㻔䡭㻕ᘓ⠏≀䛾┬䜶䝛ุ᩿ᇶ‽䛾ぢ┤䛧㻌

㻔䡮㻕䜶䝁䝫䜲䞁䝖䛾ᑐ㇟┬䜶䝛ᐙ㟁䛾┬䜶䝛ᇶ‽䛾ᙉ䠄䝔䝺䝡䠅䠄ᥖ䠅㻌

㻔䡯䠅⮬ື㌴䛾⇞㈝ᇶ‽䛾ᙉ㻌

䕿ฟᢚไ➼ᣦ㔪䛾ᣑ㻌

䕿ⓑ⇕㟁⌫䛾䠎䠌䠍䠎ᖺ䜎䛷䛾┬䜶䝛䝷䞁䝥䜈䛾⏕⏘ษ᭰䛘䛾᥎㐍㻌

䕿䠎䠌䠌䠲㻌

䞉 ᐙᗞෆ䛻䛚䛡䜛㟁Ẽ౪⤥䛾䠎䠌䠌䠲䛾᥎㐍䜢᳨ウ䛩䜛䚹㻌
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䠏䠊ᬒẼ㻌
䇷㔠⼥ᑐ⟇䛻䜘䛳䛶ᬒẼ䛾ୗᨭ䛘䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸䝕䝣䝺䛾㐍⾜䛻క䛖ᐇ

㉁㔠ୖ᪼䛾ୗ䛷ᢚไ䛥䜜䛶䛔䜛ఫᏯᢞ㈨䞉タഛᢞ㈨➼䜈䛾ᨭ䛺

䛹䛻䜘䜚ᬒẼᅇ䜢┠ᣦ䛩䚹㻌

䠘㔠⼥ᑐ⟇䠚㻌

䠄䠍䠅䛂ᬒẼᑐᛂ⥭ᛴಖド䛃䛾タ➼ 

䠄䠎䠅䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖㈚➼䛾ᘏ㛗䞉ᣑ㻌

䠄䠏䠅୰ᑠᴗ➼䛻ᑐ䛩䜛㔠⼥䛾➼㻌

䠄䠐䠅୰ሀ䞉ᴗ䛾㈨㔠⧞䜚ᑐ⟇㻌

䠄䠑䠅䝕䝣䝺ୗ䛾ᐇ㉁㔠㧗䜈䛾ᑐᛂ⟇㻌

䠄䠒䠅ᡃ䛜ᅜᴗ䛾ᾏእᴗ䛾㈨㔠⧞䜚ᨭ➼㻌

䠘ఫᏯᢞ㈨䠚㻌

䠄䠍䠅ఫᏯ㔠⼥䛾ᣑ㻌

䠄䠎䠅ఫᏯ⛯ไ䛾ᨵṇ㻌

䠄䠏䠅ఫᏯ∧䜶䝁䝫䜲䞁䝖ไᗘ䛾タ➼䠄ᥖ䠅㻌

㻌

䠘㔠⼥ᑐ⟇䠚㻌

䠄䠍䠅䛂ᬒẼᑐᛂ⥭ᛴಖド䛃䛾タ➼㻌

ᬒẼᑐᛂ⥭ᛴಖド䛾タ➼䛻䜘䜚䚸୰ᑠᴗ⪅➼䛻ᑐ䛩䜛㔠⼥ᶵ㛵䛛䜙䛾䛺

㈨㔠౪⤥䜢ಁ㐍䛩䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿䛂ᬒẼᑐᛂ⥭ᛴಖド䛃䛾タ➼㻌
㻔䡭㻕䛂ᬒẼᑐᛂ⥭ᛴಖド䛃䛾タ㻌
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䞉 陋烝ǚ鏤鑽埼鑢沪勉参燦ů彩傘Q⊕昨a磧鴇そ奉燵削肴哉崎腰罪昨檮

ょ黻ⅺ昨莉暼嫻╪鯖腰母ぁ吊黻昨ィ暼嫻╪燦謦薩腰Q託昨欄裁哉10︸

w靭削採哉崎腰刀弸黻ⅺ燦瞩済腰廟黻ⅺ昨嘆椌吊黻歳母ぁ療1碕作傘

皿妻作腰砺哉眠腆燦珽薩冴徳ぁ鴇そ奉燵削廸鍮際傘θ烋耨22烝燵鑽擦

埼昨迯沪乕18χ甑 

㻔䡮㻕ಖドᯟ㻌

䞉 ⌧⾜䛾⥭ᛴಖドᯟ䜢ά⏝䛩䜛䜋䛛䚸᪂䛯䛻䠒䜢㏣ຍ㻌
㻌

䠄䠎䠅䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖㈚➼䛾ᘏ㛗䞉ᣑ㻌

᪥ᮏᨻ⟇㔠⼥බᗜ䜔ၟᕤ⤌ྜ୰ኸ㔠ᗜ➼䛾䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖㈚➼䛾ᘏ㛗䞉ᣑ

䛻䜘䜚䚸୰ᑠᴗ⪅➼䜈䛾䛺㈨㔠౪⤥䜢⾜䛖䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖㈚➼䛾ᘏ㛗䞉ᣑ㻌
䠄䡭䠅ᮇ㝈䛾ᘏ㛗䞉ᯟ䛾ᣑ㻌

䞉 ᮇ㝈䛾ᘏ㛗䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺᗘᮎ䜎䛷䠅㻌

䞉 ㈚ᯟ䞉᮲௳ኚ᭦┠ᶆ䛾㏣ຍ䠄⣙䠐䠅㻌

䠄䡮䠅᪥ᮏᨻ⟇㔠⼥බᗜ➼䛾㔠ᘬୗ䛢ᥐ⨨➼䛾⥅⥆䞉ᙉ㻌

䞉 邊ぁ76莵質荐髭檮睛昨襯母瑰託砦昨甓尤㻌

䞉 廝琢㏌棍檮睛昨襯母瑰託砦昨6162 っ 

䠄䡯䠅Ἀ⦖⯆㛤Ⓨ㔠⼥බᗜ䛻䜘䜛㔠⼥䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛾☜ಖ㻌

䞉 止実児至伺資紫詞ヘ沈里索㌘P†G奉燵。ヌ肘腰頹歹蔆き作鷺)削逃傘

荐髭乕18昨鎮ぁ鑢沪昨獪摩作鷺㻌
㻌

䠄䠏䠅୰ᑠᴗ➼䛻ᑐ䛩䜛㔠⼥䛾➼㻌

䛂୰ᑠᴗ⪅➼䛻ᑐ䛩䜛㔠⼥䛾䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾⮫ᥐ⨨䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䛃䜢ᖺᮎ

䛾㈨㔠⧞䜚䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛䜘䛖⾜䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛭䛾䛾ᥐ⨨䛸䛒䜟䛫䚸୰ᑠᴗ➼

䛻ᑐ䛩䜛㔠⼥䛾䜢ᅗ䜛䚹䜎䛯䚸୰ᑠᴗᨭ⟇䛾䛂䝽䞁䝇䝖䝑䝥䝃䞊䝡䝇䛃

䜢᥎㐍䛩䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿䛂୰ᑠᴗ⪅➼䛻ᑐ䛩䜛㔠⼥䛾䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾⮫ᥐ⨨䛻㛵

䛩䜛ἲᚊ䛃䛾⾜➼㻌
䠄䡭䠅䛂୰ᑠᴗ⪅➼䛻ᑐ䛩䜛㔠⼥䛾䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾⮫ᥐ⨨䛻㛵䛩䜛

ἲᚊ䛃䛾⾜㻌
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䠄䡮䠅ἲᚊ䛾ᐇຠᛶ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾᳨ᰝ䞉┘╩ୖ䛾ᥐ⨨㻌

䞉 ᳨ᰝ䝬䝙䝳䜰䝹䚸┘╩ᣦ㔪䛾ᨵᐃ➼ 

䕿ୗㄳᘓタᴗᨭ㻌
䞉 ୗㄳᘓタᴗ䛾⤒Ⴀ䜢ᨭ䛘䜛䛯䜑䛾㔠⼥ᨭ 

䕿୰ᑠᴗᨭ⟇䛾䛂䝽䞁䝇䝖䝑䝥䞉䝃䞊䝡䝇䞉䝕䜲䛃䛾㛤ദ㻌
䞉 ᖺᮎ䛻䚸㛵ಀᶵ㛵䛾༠ຊ䛾ୗ䚸⏝⪅䛜୍䛴䛾❆ཱྀ䛷ᚲせ䛺ྛ✀ᨭ

䝃䞊䝡䝇䠄㈨㔠⧞䜚┦ㄯ䚸᪂ᴗᒎ㛤䛺䛹䛾⤒Ⴀ┦ㄯ䚸㞠⏝ㄪᩚຓᡂ㔠䛾

┦ㄯ䛺䛹䠅䛾⏝䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸䛂䝽䞁䝇䝖䝑䝥䞉䝃䞊䝡䝇䞉䝕䜲䛃䜢㛤ദ䛩䜛䚹 
 

䠄䠐䠅୰ሀ䞉ᴗ䛾㈨㔠⧞䜚ᑐ⟇㻌

୰ሀ䞉ᴗ䛻ᑐ䛩䜛㈨㔠⧞䜚ᨭ䛻䜘䜚䚸ᴗ㔠⼥㠃䛾┠ワ䜎䜚䛻䜘䜛ᬒẼ䛾⭜ᢡ

䜜䜢㜵Ṇ䛩䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌

䕿᪥ᮏᨻ⟇ᢞ㈨㖟⾜➼䛻䜘䜛䛂༴ᶵᑐᛂᴗ 䛃ົ䛾ᘏ㛗➼㻌
䞉 ᪥ᮏᨻ⟇ᢞ㈨㖟⾜➼䛻䜘䜛༴ᶵᑐᛂᴗ 䠄ົ㛗ᮇ㈨㔠㈚䛡➼䠅䛾ᘏ㛗䠄ᖹ

ᡂ㻞㻞ᖺ㻟᭶ᮎ䊻ᖹᡂ㻞㻟ᖺ㻟᭶ᮎ䠅㻌

䞉 ⏘ᴗάຊ䛾⏕ཬ䜃⏘ᴗάື䛾㠉᪂䛻㛵䛩䜛≉ูᥐ⨨ἲ䛻ᇶ䛵䛟ฟ㈨

ไᗘ䛾ᘏ㛗䠄ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻟᭶ᮎ䊻ᖹᡂ㻞㻞ᖺ㻥᭶ᮎ䠅㻌
㻌

䠄䠑䠅䝕䝣䝺ୗ䛾ᐇ㉁㔠㧗䜈䛾ᑐᛂ⟇㻌

䝕䝣䝺䛾㐍⾜䛻క䛖ᐇ㉁㔠ୖ᪼䛸㧗䛾ୗ䛷ᢚไ䛥䜜䛶䛔䜛タഛᢞ㈨➼䛾ୗᨭ

䛘䜔㏉῭㈇ᢸ䛾㍍ῶ䜢ᅗ䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌

䕿䝕䝣䝺䛻క䛖ᐇ㉁㔠㧗䛾㍍ῶไᗘ㻌

䞉 䝕䝣䝺⤒῭ୗ䛷䚸㛗ᮇ䛾タഛᢞ㈨➼䜢⾜䛖ᴗ䛻ᑐ䛧䚸༴ᶵᑐᛂᴗົ䛾

䝇䜻䞊䝮䜒ά⏝䛧䛴䛴䚸Ẹ㛫㔠⼥ᶵ㛵ཬ䜃ᨻᗓ⣔㔠⼥ᶵ㛵䛛䜙䛾ධ㔠

䛻䛴䛔䛶䚸㻞 ᖺ㛫䚸≀౯ୗⴠ䛻ᑐᛂ䛧䛶㻔㻖㻕䚸䠌䠊䠑䠂䛾ᘬୗ䛢䜢ᅗ䜛䚹

䠄㔠ᘬୗ䛢䛾⼥㈨つᶍ䠖Ẹ㛫㔠⼥ᶵ㛵䜒ά⏝䛷䛝䜛༴ᶵᑐᛂᴗົ䛾䝇

䜻䞊䝮䜢㏻䛨䛯⼥㈨㻟㻚㻣䚸᪥ᮏᨻ⟇㔠⼥බᗜ㻝㻚㻟䠅㻌

㻔㻖㻕≀౯䛻䛴䛔䛶䛿䚸༙ᮇ䛤䛸䛻䚸ᾘ㈝⪅≀౯䛜๓ᖺ䛻ẚ䛧䛶ୗⴠ䛧䛶䛔䜛䛛䛻䜘䛳䛶䚸

ົ⮧䛜ุ᩿䜢⾜䛔䚸ᘬୗ䛢䜢ྛᶵ㛵䛻ᣦ♧㻌
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䕿᪤ ㈚䛾㏉῭㈇ᢸ䛾㍍ῶ㻌

䞉 䝕䝣䝺⤒῭ୗ䛷䚸᪤ ㈚䛾㏉῭㈇ᢸ䛻ⱞ䛧䜐୰ᑠᴗ䛻ᑐ䛩䜛Ẹ㛫

㔠⼥䛾᮲௳ኚ᭦䛻✚ᴟⓗ䛻ᑐᛂ䛩䜛䛯䜑䚸ಙ⏝ಖドไᗘ䜢ᨭ䛘䜛᪥ᮏᨻ

⟇㔠⼥බᗜ䛾㈈ᨻᇶ┙䜢ᙉ㻌

䕿Ⅽ᭰ኚື䛻䜘䜚ᙳ㡪䜢ཷ䛡䜛ᆅᇦ䞉୰ᑠᴗ䛾ᨭ㻌

䞉 㧗䛾ᙳ㡪䜢ཷ䛡䜛ᆅᇦ䞉୰ᑠᴗ䛾ᾏእ㈍㊰㛤ᣅᨭ䜢⾜䛖䚹㻌

㻌

䠄䠒䠅ᡃ䛜ᅜᴗ䛾ᾏእᴗ䛾㈨㔠⧞䜚ᨭ➼㻌

ᅜ㝿༠ຊ㖟⾜䠄㻶㻮㻵㻯䠅䜔㈠᫆ಖ㝤䜢ά⏝䛧䛯ᡃ䛜ᅜᴗ䛾ᾏእᴗ䛾㈨㔠⧞䜚ᨭ

䜢ᅗ䜛䚹䜎䛯䚸㈠᫆ಖ㝤䜢ά⏝䛧䛯୰ᑠᴗ➼䛾ᾏእ㐍ฟ䛾ಁ㐍䜢ᅗ䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌

䕿ᅜ㝿༠ຊ㖟⾜䛻䜘䜛ᾏእᴗᨭ⥭ᛴᴗົ䛾ᘏ㛗㻌

䕿ᅜ㝿༠ຊ㖟⾜䛻䜘䜛ᮏ㑥㔠⼥ᶵ㛵ྥ䛡䝒䞊䞉䝇䝔䝑䝥䞉䝻䞊䞁䛾㏣

ຍᐇ㻌

䕿㈠᫆ಖ㝤䜢ά⏝䛧䛯ᡃ䛜ᅜᴗ䛾ᾏእ㐍ฟ䛾ಁ㐍㻌

䞉 ㈠᫆ಖ㝤䛜ಖ䛥䜜䛯୰ᑠᴗ䛾㍺ฟ௦㔠മᶒ䛾ὶືಁ㐍䚸㈠᫆ಖ

㝤䛻䜘䜛ᡃ䛜ᅜᴗ䛾ᾏእᏊ♫ྥ䛡㈨㔠⧞䜚ᨭ䛾ᣑ䛾ᘏ㛗㻌
㻌

䠘ఫᏯᢞ㈨䠚㻌

䠄䠍䠅ఫᏯ㔠⼥䛾ᣑ㻌

䠄⊂䠅ఫᏯ㔠⼥ᨭᶵᵓ䛾ඃⰋఫᏯྲྀᚓᨭไᗘ䛻ಀ䜛㝈ⓗ䛺㔠䛾ᖜᘬୗ

䛢➼䛻䜘䜚䚸ఫᏯᢞ㈨䛾ᣑ䜢ᅗ䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌

䕿ඃⰋఫᏯྲྀᚓᨭไᗘ䠄䝣䝷䝑䝖䠏䠑䠯䠅䛾㔠䛾ᖜ䛺㝈ⓗᘬ

ୗ䛢➼㻌

䞉 ᖹᡂ㻞㻞 ᖺ 㻝㻞 ᭶ᮎ䜎䛷䛾ඃⰋఫᏯ䛾ྲྀᚓ䛻ᑐ䛧䚸㔠ᘬୗ䛢ᖜ䜢㝈ⓗ

䛻⌧⾜䛾㻜䠊㻟䠂䛛䜙㻝䠊㻜䠂䛻ᣑ䛩䜛䚹㻌

䞉 ఫᏯ⼥㈨ಖ㝤䛾ಖ㝤ᩱ⋡䛾ᘬୗ䛢䜢ᐇ䛩䜛䚹㻌
㻌
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䠄䠎䠅ఫᏯ⛯ไ䛾ᨵṇ㻌

䕿䠎䠎ᖺᗘ⛯ไᨵṇ䛻䛚䛔䛶䚸ఫᏯᢞ㈨䛾ಁ㐍䛻㈨䛩䜛㉗⛯䛾ᥐ

⨨䜢ㅮ䛪䜛䚹㻌

䠄䠏䠅ఫᏯ∧䜶䝁䝫䜲䞁䝖ไᗘ䛾タ➼䠄ᥖ䠅㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌

䕿ఫᏯ∧䜶䝁䝫䜲䞁䝖ไᗘ䛾タ䠄ᥖ䠅㻌

䞉 䜶䝁ఫᏯ䛾ᘓタ䚸䜶䝁ఫᏯ䜈䛾䝸䝣䜷䞊䝮䛻ᑐ䛧䛶ఫᏯ∧䜶䝁䝫䜲䞁䝖䜢

䛩䜛ไᗘ䜢タ㻌

䕿ᘓ⠏☜ㄆᡭ⥆䛝➼䛾㐠⏝ᨵၿ㻌

䞉 ᘓ⠏☜ㄆᑂᰝ䛾㎿㏿ཬ䜃⏦ㄳᅗ᭩䛾⡆⣲䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸ᘓ⠏ᇶ‽ἲ

䛻䛚䛡䜛ᘓ⠏☜ㄆᡭ⥆䛝➼䛾㐠⏝䜢ᨵၿ㻌

㻌
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䠐䠊⏕ά䛾Ᏻᚰ☜ಖ㻌

䇷་⒪➼ᅜẸ⏕ά䛾Ᏻᚰ䜢☜ಖ䛩䜛䚹㻌

䠄䠍䠅⌧⾜㧗㱋⪅་⒪ไᗘ䛾㈇ᢸ㍍ῶᥐ⨨➼㻌

䠄䠎䠅᪂ᆺ䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄ᑐ⟇䛾ᙉ㻌

䠄䠏䠅་⒪యไ䛾ᩚഛ➼㻌

䠄䠐䠅⅏ᐖᪧ➼㻌

㻌
䠄䠍䠅⌧⾜㧗㱋⪅་⒪ไᗘ䛾㈇ᢸ㍍ῶᥐ⨨➼㻌

ᅜẸ䛾་⒪䛻ᑐ䛩䜛Ᏻᚰ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸⌧⾜㧗㱋⪅་⒪ไᗘᗫṆ䜎䛷䛾㛫䚸㧗

㱋⪅䛾㈇ᢸ㍍ῶᥐ⨨䜢ᖹᡂ䠎䠎ᖺᗘ䜒⥅⥆䛩䜛䛯䜑䛾㈈ᨻᥐ⨨䜢ㅮ䛨䜛䛸䛸䜒䛻䚸⏕

άಖㆤ䚸་⒪ಖ㝤䜢㏻䛨䛯⏕άᨭ䜢☜ಖ䛩䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌

䕿⌧⾜㧗㱋⪅་⒪ไᗘ䛾㈇ᢸ㍍ῶᥐ⨨䛾⥅⥆㻌

䞉 㻣㻜䡚㻣㻠 ṓ䛾❆ཱྀ㈇ᢸ㍍ῶᥐ⨨䚸⿕⏝⪅ಖ㝤䛾⿕ᢇ㣴⪅䛷䛒䛳䛯᪉ཬ䜃

పᡤᚓ⪅䛾ಖ㝤ᩱ㍍ῶᥐ⨨䜢⥅⥆䛩䜛䚹㻌

䕿⏕άಖㆤ䚸་⒪ಖ㝤䛻䜘䜛⏕άᨭ㻌

䞉 ⏕άಖㆤ䚸་⒪ಖ㝤䛻䛴䛔䛶䚸ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ䛻ᚲせ䛸䛺䜛㏣ຍ㈈ᨻᥐ⨨䜢

ㅮ䛨䜛䚹㻌

㻌

䠄䠎䠅᪂ᆺ䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄ᑐ⟇䛾ᙉ㻌

᪂ᆺ䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䝽䜽䝏䞁䛾⏕⏘⬟ຊྥୖ➼䜢ᅗ䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿᪂ᆺ䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄ᑐ⟇䛾ᙉ㻌

䠄䡭䠅ᅜ⏘䝽䜽䝏䞁⏕⏘⬟ຊྥ 㻌ୖ

䞉 ⣽⬊ᇵ㣴ἲ䜢㛤Ⓨ䛧䚸⌧ᅾ䛾㭜༸ᇵ㣴ἲ䛷䛿䠍ᖺ༙䡚䠎ᖺ䜢せ䛩䜛ᅜẸ

ศ䛾᪂ᆺ䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䝽䜽䝏䞁䜢⣙༙ᖺ䛷⏕⏘ྍ⬟䛺యไ䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹㻌
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䠄䡮䠅᪂ᆺ䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䝽䜽䝏䞁᥋✀㈝⏝䛾ຓᡂ㻌

䞉 పᡤᚓ⪅䛻ᑐ䛧᪂ᆺ䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄䝽䜽䝏䞁䛾᥋✀㈝⏝䜢ຓᡂ䛩䜛䚹㻌

䠄䡯䠅་⒪ᶵ㛵䛻䛚䛡䜛タഛᩚഛ㻌

䞉 ᪂ᆺ䜲䞁䝣䝹䜶䞁䝄ᝈ⪅䜢ཷ䛡ධ䜜䜛་⒪ᶵ㛵䛻䛚䛡䜛ᚲせ䛺タഛ䠄ே

ᕤ྾ჾ➼䠅䜢ᩚഛ䛩䜛䚹ే䛫䛶䚸་⒪యไ䛜䛻ᶵ⬟䛩䜛䜘䛖䛺⎔ቃ

ᩚഛ䜢㐍䜑䜛䚹㻌

㻌

䠄䠏䠅་⒪యไ䛾ᩚഛ➼㻌

ᑠඣ⛉䚸⏘⛉䚸ᩆᛴ་⒪➼䛾་⒪యไ䛾⥭ᛴⓗ䛺ᩚഛ➼䜢㐍䜑䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿Ꮫ㝔䛾ᶵ⬟ᙉ㻌

䞉 ࿘⏘ᮇ་⒪⎔ቃᩚഛ䛾䛯䜑䛾䠪䠥䠟䠱䠄᪂⏕ඣ㞟୰⒪ᐊ䠅ᗋ➼䜢ᩚഛ㻌

䞉 ᩆᛴ་⒪䛾᭱ඛ➃ᶵჾ䛾ᩚഛ䚸㝔ᇶ┙タഛ䛾᭦᪂㻌

䕿་ᖌ㊊ゎᾘ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌㻌

䞉 ᆅᇦ䛾་ᖌ☜ಖ➼䛻ྥ䛡䛯Ꮫ་Ꮫ㒊䛾ᩍ⫱⎔ቃ䛾ᩚഛ㻌

䕿㞴ඞ᭹䛻ྥ䛡䛯◊✲᥎㐍㻌

䞉 㼕㻼㻿⣽⬊䜢⏝䛔䛯㞴◊✲䜢ಁ㐍䛩䜛Ⅽ䛾◊✲ᇶ┙ᩚഛ㻌

䕿᭱㏆䛾≢⨥ໃ䜢㋃䜎䛘䛯㚷ᐃయไ䛾ᙉ㻌

䕿ୡ⏺䜶䜲䝈䞉⤖᰾䞉䝬䝷䝸䜰ᑐ⟇ᇶ㔠䜈䛾ᣐฟ㻌

䞉 ᮶ᖺ䠍䡚䠏᭶䛾ᇶ㔠䛾་⒪⤒㈝䛾㊊ศ䜢⥭ᛴ䛻ᣐฟ㻌

㻌

䠄䠐䠅⅏ᐖᪧ➼㻌

ᮏᖺ䛻Ⓨ⏕䛧䛯㞵䚸ྎ㢼➼䛻䜘䜛⅏ᐖཬ䜃㐣ᖺⓎ⏕⅏ᐖ䛻䛴䛔䛶䛾᪩ᮇᪧ䛸

ᗘ⅏ᐖ䛾㜵Ṇ➼䛻䜢ᮇ䛩䚹㻌

㻌
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䠑䠊ᆅ᪉ᨭ㻌

䇷ᮏᑐ⟇䛾᥎㐍➼䛻ྲྀ䜚⤌䜐ᆅ᪉බඹᅋయ䜢ᨭ䛩䜛䚹㻌

䠄䠍䠅ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䜘䜛䛝䜑⣽䛛䛺䜲䞁䝣䝷ᩚഛ➼䛾ᨭ㻌

䠄䠎䠅ᅜ⛯ධ䛾ῶᑡ䛻క䛖⛯ῶᑡ㢠䛾⿵䛶䜣➼㻌

㻌

䠄䠍䠅ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䜘䜛䛝䜑⣽䛛䛺䜲䞁䝣䝷ᩚഛ➼䛾ᨭ㻌

㟁⥺䛾ᆅ୰䚸㒔ᕷ㒊䛾⥳䛺䛹ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䜘䜛䛝䜑⣽䛛䛺䜲䞁䝣䝷ᩚഛ➼䜢

ᨭ䛩䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌

䕿ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䜘䜛䛝䜑⣽䛛䛺䜲䞁䝣䝷ᩚഛ➼䜢ᨭ䛩䜛㔠

䛾タ㻌

䞉 ᆅ᪉බඹᅋయ䛻䛚䛔䛶䚸༴㝤䛺ᶫᱱ䛾⿵ಟ䚸ᬒほಖ䛾ᚲせᛶ䛾㧗䛔

ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛㟁⥺䛾ᆅ୰䜔㒔ᕷ㒊䛾⥳䚸᳃ᯘ䛻䛚䛡䜛㊰⥙ᩚഛ䛻

䛴䛔䛶䚸䛝䜑⣽䛛䛺ᴗ䜢ᐇ䛷䛝䜛䜘䛖ᨭ䛩䜛䚹䛣䜜䛻䜘䜚䚸ほග㟂せ

䜔ᆅඖ㞠⏝䛾ᣑ➼䛻䜘䜛ᆅᇦ䛾άᛶ䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹㻌

㻌

䠄䠎䠅ᅜ⛯ධ䛾ῶᑡ䛻క䛖⛯ῶᑡ㢠䛾⿵䛶䜣➼㻌

ᆅ᪉බඹᅋయ䛻ᚲせ䛺㈈※䜢㐺ษ䛻☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸㻞㻝 ᖺᗘ䛾ᅜ⛯ධ䛾ῶ㢠⿵

ṇ䛻క䛖ᆅ᪉⛯䛾ἲᐃ⋡ศῶᑡ㢠䠏⛬ᗘ䛸ྠ㢠䛻䛴䛔䛶୍⯡ィ䛛䜙䛾

⧞ධ䜜䜢⾜䛔䚸ᙜึண⟬䛾ᆅ᪉⛯⥲㢠䜢☜ಖ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᆅ᪉⛯➼䛾ῶ䛻

䛴䛔䛶ῶ⿵䛶䜣മ➼㐺ษ䛺ᥐ⨨䜢ㅮ䛨䜛䚹㻌

㻌

㻌
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䠒䠊䛂ᅜẸ₯ᅾຊ䛃䛾Ⓨ㻌

䇷䛂䝹䞊䝹䛾ኚ᭦䛃䜔♫ཧຍᨭ䜢㏻䛨䛶䚸ᅜẸ䛾₯ᅾຊ䛾Ⓨ䛻䜘

䜛ᬒẼᅇ䜢┠ᣦ䛩䚹㻌

䠄䠍䠅䛂ไᗘ䞉つไᨵ㠉䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄௬⛠䠅䛃㻌

䠄䠎䠅䛂䛄᪂䛧䛔බඹ䛅᥎㐍䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄௬⛠䠅䛃㻌

䠄䠏䠅䛂ാ䛟ே䛾ఇᬤྲྀᚓ᥎㐍䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄௬⛠䠅䛃㻌

㻌

䠄䠍䠅䛂ไᗘ䞉つไᨵ㠉䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄௬⛠䠅䛃㻌

᪂䛯䛺㟂せฟ䛻ྥ䛡䛶䚸䛣䜜䜎䛷䛝䛺ᒾ┙䛻✺䛝ᙜ䛯䜚䚸䛧䛶䛔䛯ไᗘ䞉つ

ไᨵ㠉䛻ṇ㠃䛛䜙ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌

䐟ไᗘ䞉つไᨵ㠉㻌

᪂䛯䛺㟂せฟ䛻ྥ䛡䛯つไᨵ㠉䛾㔜せㄢ㢟䛻䛴䛔䛶䛿䚸⾜ᨻๅ᪂㆟䛻䛚䛔䛶

ୗグ䜢ྵ䜐㔜Ⅼ䝔䞊䝬䜢タᐃ䛧䚸䛭䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌

䕿ᗂಖ୍య䜢ྵ䜑䛯ಖ⫱ศ㔝䛾ไᗘ䞉つไᨵ㠉㻌

䇷㻌ᗂಖ୍య䜢ྵ䜑䚸᪂䛯䛺ḟୡ௦⫱ᡂᨭ䛾䛯䜑䛾ໟᣓⓗ䞉୍ඖⓗ䛺ไᗘ

䛾ᵓ⠏䜢㐍䜑䜛䚹㻌

䇷㻌 䛣䛾䛯䜑䚸ᢸᙜ䛸䛺䜛㛶䜢ᐃ䜑䚸㛵ಀ㛶䛾ཧຍ䜒ᚓ䛶䚸᪂䛯䛺ไᗘ䛻

䛴䛔䛶ᖹᡂ䠎䠎ᖺ๓༙䜢┠㏵䛻ᇶᮏⓗ䛺᪉ྥ䜢ᅛ䜑䚸ᖹᡂ䠎䠏ᖺ㏻ᖖᅜ䜎

䛷䛻ᡤせ䛾ἲ䜢ᥦฟ䛩䜛䚹㻌

䠄䡭䠅⏝⪅ᮏ䛾ಖ⫱ไᗘ䛻ྥ䛡䛯ᢤᮏⓗ䛺ᨵ㠉㻌

䞉 ⏝⪅䛸ᴗ⪅䛾㛫䛾බⓗዎ⣙ไᗘ䛾ᑟධ䚸ಖ⫱䛻Ḟ䛡䜛せ௳䛾ぢ┤䛧䚸

⏝⪅⿵ຓ᪉ᘧ䜈䛾㌿䛾᪉ྥ䛺䛹䚸⏝⪅ᮏ䛾ไᗘ䜢ᐇ⌧䛩䜛䚹䜎

䛯䚸ಖ⫱ᩱタᐃ䛾ᅾ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䚸Ỉ‽䛾ᅾ䜚᪉䜒ྵ䜑䚸ไᗘタィ䛾୰䛷

᳨ウ䛩䜛䚹㻌

㻌
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䠄䡮䠅䜲䝁䞊䝹䝣䝑䝔䜱䞁䜾䛻䜘䜛ᰴᘧ♫䞉㻺㻼㻻䛾ཧධಁ㐍㻌

䞉 ᰴᘧ♫䚸䠪䠬䠫䞉♫ⓗᴗ䜒ྵ䜑䛯᭦䛺䜛ཧධಁ㐍䜢ᅗ䜛䜉䛟䚸ᐈほ

ⓗᇶ‽䛻䜘䜛ᣦᐃไᗘ䛾ᑟධ䜢᳨ウ䛩䜛䚹㻌

䞉 䜎䛯䚸タᩚഛ⿵ຓ䛾ᅾ䜚᪉䚸㐠Ⴀ㈝䛾㏵⠊ᅖ䞉ィᇶ‽➼䛾ぢ┤䛧䛻

䛴䛔䛶䜒䚸ไᗘタィ䛾୰䛷᳨ウ䛩䜛䚹㻌

䠄䡯䠅ᗂಖ୍య䛾᥎㐍㻌

䞉 ୖグไᗘ䛻䛚䛡䜛᪂䛯䛺⤥య⣔䛾᳨ウ➼䛸䛒䜟䛫䛶䚸ㄆᐃ䛣䛹䜒ᅬไ

ᗘ䛾ᅾ䜚᪉䛺䛹ᗂඣᩍ⫱䚸ಖ⫱䛾⥲ྜⓗ䛺ᥦ౪䠄ᗂಖ୍య䠅䛾ᅾ䜚᪉䛻

䛴䛔䛶䜒᳨ウ䛧䚸⤖ㄽ䜢ᚓ䜛䚹㻌

䕿⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊ศ㔝䛷䛾ไᗘ䞉つไᨵ㠉㻌

䠄䡭䠅᳃ᯘ䞉ᯘᴗ⏕䛻ྥ䛡䛯㊰⥙ᩚഛ䛻ಀ䜛ྠពྲྀ䛾⤌䛾ᩚഛ㻌

䞉 ㊰⥙ᩚഛ䛻ಀ䜛᳃ᯘᡤ᭷⪅䛾ྠពྲྀ䜚䛡䛻ྥ䛡䛯䝹䞊䝹䛾ᩚ

ഛ䠄ᐇຠᛶ䛒䜛ㄪ䞉ᐃ䛾䝹䞊䝹➼䠅䛻䛴䛝䚸᪩ᛴ䛻᳨ウ䛻╔ᡭ䛧䚸㻞㻞

ᖺᗘ୰䛻⤖ㄽ䜢ᚓ䜛䚹㻌

䠄䡮䠅᪂䜶䝛䝹䜼䞊➼䛾ᑟධ䛻㈨䛩䜛つไᨵ㠉せᮃ䜈䛾ᑐᛂ㻌

䞉 ᕤሙ❧ᆅἲ䛾⥳ᆅ➼㠃✚䛾୍㒊䜈䛾ኴ㝧ගⓎ㟁タ䛾ᙜ㻌

䇷㻌ኴ㝧ගⓎ㟁タ䛾ᕤሙ䛷䛾ᑟධಁ㐍䜢ᅗ䜛䛯䜑䚸ᕤሙ❧ᆅἲ䛾⥳ᆅ➼

㠃✚䛾୍㒊䜈䛾ኴ㝧ගⓎ㟁タ䛾ᙜ䛻䛴䛔䛶䚸ᖺᗘෆ䛻㏿䜔䛛䛻⤖

ㄽ䜢ᚓ䜛䚹㻌

䞉 ᆅ⇕䞉ᕤሙᗫ⇕䛾᭷ຠά⏝䛻ྥ䛡䛯つไ䛾ぢ┤䛧㻌

䇷㻌ᕤሙ➼䛾ᮍ⏝Ẽ䜢ά⏝䛩䜛Ⓨ㟁タഛ䛻䛴䛔䛶䚸䝪䜲䝷䞊䞉䝍䞊䝡䞁

௵ᢏ⾡⪅䛾㑅௵䜢せ䛸䛩䜛䛛ྰ䛛䛻㛵䛧䚸ᖺᗘෆ䛻㏿䜔䛛䛻⤖ㄽ䜢

ᚓ䜛䚹ᆅ⇕➼䜢ά⏝䛩䜛䜒䛾䛻䛴䛔䛶䜒Ᏻᛶ䛾ᢏ⾡ⓗ᳨ウ䜢ᖺᗘෆ䛾

䛷䛝䜛䛰䛡᪩ᮇ䛻㛤ጞ䛩䜛䚹㻌
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解├〝謦儋Y慕癒娵θY癒χ奉燵昨㌱ぁ 

Y癒奉燵昨㌱ぁ削皿三腰赱冴作麥ギ紡箆削塁砕冴嚔褊昨紡粤鯖溷彿削嫻咲采蛬騁

っ昨曚Q削流三04殺甑 

ą彬典ɚ作乕18ś 

禽Y癒奉燵昨㌱ぁ 

䞉 祭参擦埼昨Y癒蛬騁θ0ǖ逗がǖĽ逗χ昨妻阪腰0 16 逗蛬騁削肴哉

崎幣X燦透禍θ陋烝ǖ鏤嘆燦¥〒削14プχ際傘碕碕雑削腰煮履昨鑷曚

Q昨蛬騁っ昨嘆栽晒敏暼裁冴蛬騁昨曚Q燦噪傘甑㻌

䞉 鑚檮九昨ǔ踪っ削餐榊冴赱冴作Y癒蛬騁鯖Y癒ヴきあネ燦⺿迯溜沈砕腰

）鯖栽作幣X削昧薩傘θ烋耨ǘǘ烝ǚ鏤鑽擦埼χ甑㻌

㻌

䠄䠎䠅䛂䛄᪂䛧䛔බඹ䛅᥎㐍䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄௬⛠䠅䛃㻌

ᅜẸ୍ே䜂䛸䜚䛜䚸ே䜢ᨭ䛘䜛䛸䛔䛖ᙺ䜢✚ᴟⓗ䛻ᢸ䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸᪂䛯䛺㞠⏝䛾ሙ

䜢㐀䛩䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸䠪䠬䠫䜔♫㉳ᴗᐙ䛺䛹䛂♫ⓗᴗ䛃ᑟ䛾䛂ᆅᇦ♫㞠

⏝㐀䛃䜢ᮏ᱁ⓗ䛻᥎㐍䛩䜛䚹䛥䜙䛻䚸♫ⓗᴗ䛾ἲไ㠃䛾᳨ウ䜔㛵ಀ⪅䛜ᖜᗈ

䛟ཧຍ䛩䜛䛂༟㆟䛃䜢㛤ദ䛩䜛䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌

䕿ᆅᇦ♫㞠⏝㐀ᴗ䛾タ䠄ᥖ䠅㻌

䠄䡭䠅♫㉳ᴗ䜲䞁䜻䝳䝧䞊䝅䝵䞁ᴗ㻌

䞉 䠪䠬䠫䜔♫㉳ᴗᐙ䛺䛹♫ⓗᴗ➼䛾ᴗ䞉ᴗ䜢㏻䛨䛶䚸䛂ᆅᇦ♫

㞠⏝䛃䜢㐀䛩䜛䚹䛣䛾䛯䜑䚸♫㉳ᴗ䝥䝷䞁䞉䝁䞁䝨䝔䜱䝅䝵䞁䜢㏻䛨䛶䚸

䝇䝍䞊䝖䜰䝑䝥➼䜢ᨭ䛩䜛䚹㻌

䠄䡮䠅♫ⓗᴗேᮦฟ䞉䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥ᴗ㻌

䞉 ♫ⓗᴗศ㔝䛻䛚䛡䜛䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䜢ྵ䜑䛯ேᮦฟ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䚹㻌

䕿䛂♫ⓗᴗ䛃䛾ἲไ㠃䛾᳨ウ䠄ᐤ㔠⛯ไ䜢ྵ䜐䠅㻌

䞉 ᅜẸ䛾♫ⓗάື䜈䛾ከᵝ䛺ཧ⏬䜢ಁ㐍䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸♫ⓗᴗ䛾

㉳ᴗ䚸άື䛜ಁ㐍䛥䜜䜛䜘䛖ἲไ㠃䛛䜙᳨ウ䛩䜛䠄䠪䠬䠫䛺䛹䛾ἲேไᗘ

䛾䛒䜚᪉䜔ᐤ㔠⛯ไ䛾ၥ㢟䜒ྵ䜐䠅䚹㻌
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䞉 䛂᪂䛧䛔බඹ䛃䛾⪃䛘᪉䜢ᅜẸྛᒙ䛾⮬Ⓨⓗ䛺ྲྀ⤌䜔⾜ື䛻⤖䜃䛴䛡䜛

䛯䜑䚸䠪䠬䠫䞉ᴗ䞉Ꮫ⪅➼䛻䜘䜛ᑐヰ䞉༠ാ䜢⾜䛖ሙ䛸䛧䛶䚸༟㆟䜢㛤

ദ䛩䜛䚹㻌

㻌 㻌

䠄䠏䠅䛂ാ䛟ே䛾ఇᬤྲྀᚓ᥎㐍䝥䝻䝆䜵䜽䝖䠄௬⛠䠅䛃㻌
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ฟ䜢┠ᣦ䛩䚹㻌

䠘ලయⓗ䛺ᥐ⨨䠚㻌 㻌

䕿ఇᬤྲྀᚓಁ㐍䛻ྥ䛡䛶䛾ᨻປྜព䛸ྲྀ⤌㻌

䞉 䛂㞠⏝ᡓ␎ᑐヰ䛃➼䜢㏻䛨䛶䚸ᨻປ䛾ྜពᙧᡂ䛸ྲྀ⤌䜢᥎㐍㻌

䕿ఇᬤྲྀᚓಁ㐍䜈䛾ᨭᥐ⨨䠄ᣦ㔪ぢ┤䛧➼䠅㻌

䞉 ఇᬤྲྀᚓ䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䚸ປാ㛫➼タᐃᨵၿἲ䛻ᇶ䛵䛟䛂ᣦ㔪䛃䜢ぢ┤

䛧䚸ᖺḟ᭷⤥ఇᬤ䜢ྲྀᚓ䛧䜔䛩䛔⎔ቃ䛾ᩚഛ䛻ྥ䛡䛯㛵ಀ⪅䛾ྲྀ⤌䛾

ಁ㐍䜢ᅗ䜛䚹䜎䛯䚸䛂ᣦ㔪䛃䜢㋃䜎䛘䚸୍ᐃ᪥ᩘ௨ୖ䛾㐃⥆䛧䛯ఇᬤ䛾ྲྀᚓ

䛺䛹᭦䛺䜛ලయⓗ䛺ᨵၿᥐ⨨䜢⾜䛳䛯ᴗ䜢ຓᡂ㻌

䕿ఇᬤศᩓྲྀᚓ➼䛾᥎㐍䠄ᥖ䠅㻌

䞉 䝽䞊䜽䞉䝷䜲䝣䞉䝞䝷䞁䝇䜔ほග⯆䛾ほⅬ䛛䜙䚸ᆅᇦ䛷ఇᬤ䛾ศᩓྲྀᚓ䞉

㛗ᮇྲྀᚓ䜢⾜䛖ྲྀ⤌➼䜢ᨭ䛩䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸ほග❧ᅜ᥎㐍ᮏ㒊䛾ά⏝
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䠄ᮏᑐ⟇䛾ᅜ㈝䞉ᴗつᶍ䠅 
• 鑚檮九昨曚跖削締妻嚔ホ里索宙黻ホ昨サ⑪朔腰慕㊎昨碕採

三甑鑚檮九朔腰0ǖ逗ぃ塡着二昨コ`裁削皿三薀箆裁冴テ

═っ燦㌱ぁ際傘祭碕碕裁腰赱サ嚔曝昨9盆æ⊕朔鼬本⊕撒

作哉䚹㻌
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θ蝙χ鑚檮九昨10︸亦霙里索邊ぁ亦霙削肴哉崎朔腰輸’際傘着二鯖跖九昨不杞燦㋐颱裁冴琢腰軛晒栽

削裁崎哉采祭碕碕際傘甑 
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(慕㊎) 

坤軛蹙昨晧盪碕耨摩昨冴薩昨a磧10︸檮九墾昨サ⑪ 
 

θ邑哲Ź彦付χ 

 嚔ホ 宙黻ホ 

ǖḿ邊ぁ 0.6 91燵 0.6 91燵 

 ąa磧檮睛ś 0.」 91燵 0.」 91燵 

 ą耨摩聿る匙昨漱úś 0.4 91燵 0.4 91燵 

ǘḿｸ峩 0.8 91燵 4.1 91燵 

 ą坤嗣思⒅ホǚ鑚顫墾昨蘿禍ś 0.6 91燵 」.9 91燵 

 ą耨摩聿る匙昨漱úś 0.「 91燵 0.「 91燵 

    

ǚḿ邉跚 1.7 91燵 18.6 91燵 

 ą襯〒檮九ś 1.「 91燵 10.4 91燵 

 ą撤晁舐ユś 0.5 91燵 8.「 91燵 

    

ǜḿブ㌱昨晧盪:鴇 0.8 91燵 1.0 91燵 

   

Ąḿ坿跏謚蝠 」.5 91燵 」.5 91燵 

ą済薩出栽作使執児鹿豺賠謚蝠昨凋沈襯ś 0.5 91燵 0.5 91燵 

ą凋沈94㏌棍巸昨ぃ崎珊っś 」.0 91燵 」.0 91燵 

Ľḿ坤嚔褊棈圻本墾昨æ蜥 ｐ ｐ 

   

淋     ヴ 7.「 91燵 「4.4 91燵 

θ蝙χ θ蝙χ  

θ蝙χ坤撤晁7嗣思治使執詞奉燵昨紡こ墾削肴哉崎朔腰ǘḿ坤嗣思⒅ホ 3 鑚顫墾昨蘿禍腰

里索ǚḿ撤晁舐ユ削ゅ疆際傘冴薩淋ヴ栽晒裴じ巸燦蘰瞩裁崎哉傘甑 
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坿跏便⑯謦儋蘿禍ヴき削肴哉崎 

 

烋耨ǘǖ烝ǖǘ鏤ǖĄ蹙   

勇 た ゃ 暼   

 

 

坿跏便⑯謦儋蘿禍堙θ烋耨ǖŞ烝堙癈0ǖǖǖ陵χ0Ş阯0ǖ奡昨

サ暼削嫻咲済腰坿跏便⑯謦儋蘿禍ヴき燦慕夫昨碕採三暼薩傘甑 
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坿 跏 便 ⑯ 謦 儋 蘿 禍 ヴ き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

烋耨ǘǖ烝ǖǘ鏤 
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祭昨寤櫓朔腰坿跏便⑯謦儋蘿禍堙θ烋耨ǖŞ烝堙癈0ǖǖǖ陵χ0Ş阯0ǚ奡昨サ暼削

嫻咲済腰嚔抵削寤櫓際傘雑昨埼再傘甑 
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縫貭 質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 ǖ 

 

0ǖ 57妙沈砕質霪沈砕昨コ`裁碕阯刀奉暼⑯昨荐彳 質質質質質質質質質質質質質質 ǖ 

 

0ǘ 嚔碕坿跏昨誘た昨寢昨堙奉尤 質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 ǘ 

 

0ǚ 超癆昨坿娵端⑯謦儋昨蘿禍典奉 質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 ǘ 
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予算編成の基本方針 
 

平成 21 年 12 月 15 日 

閣 議 決 定 

   

１． 経済・社会の現状 

 ――歴史的転換点に立って 
 

日本経済の直近の動向を見ると、景気は、持ち直してきているが、

高い失業率や下落傾向にある物価水準など依然として情勢は厳しい。

先行きも、雇用環境の一層の悪化や円高、デフレによる景気抑制圧力

の拡大、財政悪化に伴う長期金利の上昇などの懸念材料が存在し、予

断を許さない。こうした中で国民は、日々の生活に不安を抱え、将来

不安はますます増大している。 

中長期的には、日本社会は人口減少と超高齢化が同時に進行すると

いう人類史上類例のない事態を迎えているほか、地球温暖化をはじめ

とした人類の生存に関わる地球規模の脅威にも直面している。 

このような状況の下、歴史的な政権交代を経て誕生した新政権が編

成する初めての予算においては、右肩上がりの経済成長の前提のもと

での旧来型の資源配分や行政手法を転換し、経済社会の構造や重視す

べき価値を変え、国民生活に安心と活力をもたらす第一歩を踏みだす

ものとすることが必要である。 

 

 

２． 予算編成の基本理念 

――既存の「官」のあり方を問い直す 
 

予算編成とは、貴重な国民の税金をどのように用いるか、選択を行

う作業に他ならない。現在の国民のみならず、未来の国民に対しても

責任を持つ選択を行うのが政治の役割である。未来を創る子ども達の

ために必要な政策を実行するため、政治が最大限の努力を行わなけれ

ばならない。以下のような基本理念に立ち、全閣僚、全政務三役が一

丸となって、責任ある予算編成に取り組むこととする。 

 

（１）「コンクリートから人へ」 

新政権は、「コンクリートから人へ」の理念に立ち、税金の使い

途を徹底的に見直し、予算の中身を抜本的に変革する。 

政治や行政が予算を増やせばすべての問題が解決され、景気や経

 
 

1350



 
 

済成長に効果がある、との考え方はとらない。「金より知恵を出す」

姿勢に立ち、限られた資源をより効果的に配分する。特に、ハコモ

ノや護送船団的な施策に偏った旧来型の非効率な予算から脱却して、

中間段階での税金の無駄の排除を徹底し、最終的な需要者にお金が

直接届く施策を行う。 

また、医療・介護をはじめとする社会保障分野への投資は、幅広

い雇用の受け皿を国民に提供するだけでなく、中期的には高い投資

効果が期待できる。 

こうした観点から予算の中身を見直し、必要性の高い分野への重

点的な投資を行うことこそが、最大の経済刺激策であり、持続的か

つ安定した経済成長の土台となる。 

 

（２）「新しい公共」 

   新政権は、人と人が支え合い、役に立ち合う「新しい公共」の概

念を目指した予算を作成する。 

   予算をはじめとする資源の配分を通じて、中央の「官」が公共政

策の担い手の立場を独占することを改め、国民一人ひとりが「自立

と共生」の理念を育み、社会の「絆」を再生し、人と人の信頼関係

を取り戻していく社会を作る。人を支え、人の役に立つことを喜び

とする新しい価値を創り出していく。 

 

（３）「未来への責任」 

   新政権は、少子化や温暖化といった社会・経済の歴史的な転換点

において、高い志と豊かな構想力をもって、新たな飛躍と充実の路

を見出していく。 

その観点から財政のあり方を根本から見直し、しがらみや既得権

益を断ち切り、「未来への責任」を果たしうる、戦略的な税財政の

骨格を作る。 

 

（４）「地域主権」 

「地域のことは、地域で決める」、地域主権の確立に向けた制度

改革に取り組むとともに、地域に必要なサービスを確実に提供でき

るよう、地方財政の所要の財源を確保することで、住民生活の安心

と安全を守るとともに地方経済を支え、地域の活力を回復させてい

く。 

 

（５）経済成長と財政規律の両立 

新政権は、経済成長と財政規律を両立させる予算を編成する。 

「経済なくして財政なし」。健全な経済のないところに、健全な
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財政も存立しえない。したがって経済成長や国民生活の安定、セー

フティネットの強化という観点からも、財政の持続可能性を高めて

いく。 

 

以上の基本理念のもとで予算を編成した上で、今後の経済運営に当

たっては、国民の暮らしに直結する名目の経済指標を重視するととも

に、デフレの克服に向けて日本銀行と一体となって強力かつ総合的な

取組を行う。また、平成 21 年度第２次補正予算と平成 22 年度予算を

一体として切れ目なく執行することにより、景気が再び落ち込むこと

を回避し、着実に回復させるとともに、将来の安定的な成長につなが

る予算としていく。これにより、民需は底堅く推移し、自律的な成長

軌道に向けて、景気は緩やかに回復していくものとみられる。 

 

３．平成 22 年度予算の重点分野 

――「人間のための経済」 
 

新政権は、「人間のための経済」を目指す。何よりも人のいのちを

大切にし、国民の生活を守る政治を行う。国民の暮らしを犠牲にして

も経済合理性を追求するという発想をとらず、国民の暮らしの豊かさ

に力点を置いた経済・社会に転換していく。 

こうした観点から、平成 22 年度予算においては、子育て、雇用、環

境、科学・技術に特に重点を置く。 

 

（１） 子育て 

子育てや教育を個人の問題とせず、未来への投資として、社会全

体が助け合い負担するという発想の下、子どもやお年寄りなどの弱い

立場の方々を社会全体で支え合う。 

少子化の傾向に中長期的に歯止めをかけることは、将来にわたっ

て社会の活力と経済成長を維持するための種をまくことにつながる。

こうした観点から、子ども手当を導入し、保育を含めた子育て支援の

抜本的な充実を図るとともに、高校生の子供を持つ家庭への支援も拡

充する。更に、幼保一体化を含めた保育分野の制度・規制改革など、

新たな需要創出に向けた改革に正面から取り組む。 

なお、子育て世代は消費性向も高く、これらの世代への支援は、

消費拡大の面からも即効性が高い。 

 

（２） 雇用 

働くことによって人を支え、人の役に立つことは、人間にとって

大きな喜びとなる、という観点から、働くことを労働対価の獲得とい
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う側面だけで捉えず、国民一人ひとりに「居場所」と「出番」のある

社会の構築を目指す。 

雇用の確保は国民の生活と安心の基盤であり、今後の社会の変化

に応じた新しい需要とそれを供給する新しい雇用を生み出していか

なければならない。 

このため、10 月の「緊急雇用対策」（平成 21 年 10 月 23 日緊急

雇用対策本部決定）や今般の「明日の安心と成長のための緊急経済対

策」（平成 21 年 12 月８日閣議決定）の施策を迅速に実施するほか、

今後の成長へ向けた雇用戦略を展開する。 

 

（３） 環境 

地球温暖化は人類の生存を脅かす問題であり、国際社会と協力し

ながら果敢に取り組む必要がある深刻な問題である。 

その一方、環境分野は新たな需要の宝庫であり、我が国の優れた

環境技術に磨きをかければ、成長の促進や雇用の創出に果たす役割は

大きい。 

新政権による温室効果ガスの 25％削減目標への取組み（「チャレ

ンジ 25」）は、我が国の成長・発展のための大きなチャンスでもあ

る。再生可能エネルギーの利用推進等、脱化石燃料社会への歩みを進

めるとともに、税財政の構造を含めて、経済・社会の在り方自体を大

胆に転換する。 

地球温暖化対策に関する予算については、政治主導で縦割りを打

破し、省庁間の重複を排除する。また、排出量削減への寄与等の客観

的な情報に基づき、施策に厳しく優先順位を付ける。 

 

（４） 科学・技術 

科学・技術は、社会の夢や希望を育み、我が国が将来にわたり「知

恵」で生きていく基盤を創る重要な手段である。いのちに関わる医療

や地球規模の課題である環境分野などにおいても、科学・技術が果た

す役割は大きく、国家の戦略上、重要な役割を担う分野である。 

その一方、これまでの資金配分や研究体制、研究成果の評価等に

ついては見直しの余地も多いことから、科学・技術に関する従来の推

進体制を改め、総合科学技術会議の改組も検討する。 

科学技術予算については、無駄や府省間の重複を排除しつつ、将

来の戦略上重要な分野に投資を集中する。 

 

（５）マニフェストの責任ある実施 

国民と約束したマニフェスト（「三党連立政権合意書」を含む。）

の実現へ向けて全力で取り組むことは、新政権が追求する新たな国民

1353



 
 

主権の政治の基本原則であり、新政権の国民への責務である。 

一方、厳しい経済情勢を反映して税収が急激に落ち込む中、国家

財政は戦後の混乱期に準ずる危機的状況に陥っており、国民の付託に

応えて責任を持って経済財政を運営していくためにはマニフェスト

の主要事項についてもしっかりと優先順位を付けて効率的に実施す

る必要がある。 

こうした観点から、平成 22 年度予算におけるマニフェストの主要

事項の具体的な取扱いについては、総理の統括のもと、国家戦略室及

び「予算編成に関する閣僚委員会」において検討し、責任ある結論を

得ることとする。 

 

４．新たな成長戦略の策定  

――日本に輝きを取り戻すために 
 

以上の平成22年度予算編成に当たっての重点分野は今後の我が国経

済社会の活力ある発展を実現するためにも極めて重要な分野である。

このことは、数値としての経済成長率や量的拡大のみを追い求める従

来型の成長戦略とは一線を画するものでなければならない。単年度の

景気刺激の視点ではなく、中長期的に我が国の経済社会が持続的な発

展を遂げ、世界中から、日本の産業、経済、そしてそれらを包摂した

日本の社会様式や価値観が信頼され、憧憬されるような、そのような

日本の国家、社会、文化を形作るための新たな戦略の策定が喫緊の課

題である。 

このため、総理の直轄のもと、国家戦略担当大臣を中心に、上記重

点４分野に加え、アジアの一員としてアジア全体の活力ある発展を促

すという視点を加えた、新たな成長戦略を年内にも示すこととする。 

 

５．予算編成過程を刷新する 
 

  国民主権とは、国民自らが国の政策決定に責任を持つことであり、

物言えぬ将来の国民にツケを回すような無責任な財政運営を行っては

ならない。同時に、「依らしむべし、知らしむべからず」といった独

善的な発想で、財政規律の確保に失敗を重ねてきたことを、ほかなら

ぬ政治と行政が深く反省しなければならない。国民・納税者の視点に

立ち、国民が自らの税金の使い途を自ら精査し、自ら主体的に決定す

る、国民中心の予算編成を行い、予算の効率化と財政の健全化を目指

す。 
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（１）事業仕分けの反映 

   新政権は、予算編成を国民に開かれたものとし、国民各層に、予

算編成過程を自らの問題として意識していただくことを目的に「事業

仕分け」を実施し、国民・納税者の視点から「しがらみ」を排して白

地で予算・事業の評価を行った。 

この評価結果を踏まえ、平成 22 年度予算編成において、内閣の責

任で歳出を大胆に見直す。その一方、殊に政治的判断を要する事業

は、予算編成の過程において必要な結論を得る。総じて、予算に盛

られる事業については、国民の納得が得られるように十分な説明責

任を果たす。 

事業仕分けの結果、横断的見直しが必要な項目については、仕分

け対象事業のみならず横断的に事業の見直しを徹底する。平成 22 年

度予算への事業仕分けの評価結果等の反映状況は、予算編成後速や

かに公表する。 

 

（２）入るを量りて出ずるを制す 

   新政権は、「入るを量りて出ずるを制す」予算編成を行い、先に

歳出ありきで、足らざるを野放図に国債で埋めるというこれまでの

予算編成の在り方から脱却する。 

その一環として、事業仕分けの評価結果の厳格な反映によって不

要不急の歳出の削減を行うとともに、特別会計について聖域なき見

直しを断行した上で税外収入を確保し、これを最大限活用した予算

編成を行う。 

その上で、未来への責任を果たす財政運営を行う観点から、国債

発行額の水準についても、財政規律を重視する姿勢を明確に示すも

のでなければならない。長期金利の急激な上昇を招かないよう、市

場の発信を受け止め、市場の信認を確保することが重要である。 

他方、現在の厳しい経済状況にも鑑みれば、直近の財政拡大的な

国債発行の水準をある程度容認する必要がある。こうした観点から、

平成 22 年度の国債発行額を、前政権が編成した平成 21 年度第１次

補正予算後の国債発行額である約 44 兆円以内に抑えるものとする。 

 

（３）予算編成改革  

新政権は、予算編成・執行プロセス自体を改革し、中長期的な予算

の効率化・財政健全化の枠組みを作る。このため、「予算編成等の在

り方の改革について」（平成 21 年 10 月 23 日閣議決定）等に基づく

改革の実現に向けて取組を進める。とりわけ、政策評価や、施策の効

果の客観的な検証を予算編成に的確に反映させるために、国家戦略室

が指針を示す。 
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また、来年前半には複数年度を視野に入れた中期財政フレームを作

るとともに、中長期的な財政規律の在り方を含む「財政運営戦略」を

策定し、財政健全化への道筋を示す。その際、諸外国の取組も参考と

しながら、①構造的な財政赤字の削減につなげる、②中長期的には公

的債務残高の対 GDP 比を安定的に縮減させていく、ことを念頭に置い

て検討を進める。 
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地域主権型地方財政のあり方及び平成22年度の地方財政についての意見

平成21年12月18日

地方財政審議会

当審議会は、今後目指すべき地域主権型地方財政のあり方及び平成22年度

の地方財政について検討した結果、次のとおり結論を得たので、総務省設置

法第９条第３項の規定により意見を申し述べる。

第一 はじめに ～地域主権を確立するために～

政権交代によって誕生した現政権は、最重要政策として「地域主権」

を掲げている。地域主権を確立するためには、住民に一番身近な基礎的

自治体を重視した分権改革を推進し、中央集権制度を抜本的に改めてい

かなければならない。

こうしたことを実現するためには、地方税財政についても、地方税、

地方交付税、地方債及び国庫補助負担金を一体的に見直し、地域主権型

地方財政を確立していくことが基本となる。

このような問題意識から、当審議会としては、地域主権型地方財政の

あり方について議論を重ねてきたところであり、今般、その結論を得る

に至った。

当審議会からは、まず、地方税を質、量ともに充実させ、地方税を中

、 、 （ ）心とした地方財政を構築すべきこと それと併せ 財政調整 格差是正

機能と財源保障機能を一層強化した地域主権型財政調整制度を構築すべ

きことなどを「地域主権型地方財政のビジョン」として提言する。

このビジョンに則って、平成22年度の地方財政対策については 「地域、

主権確立への第一歩としての地方自主財源の確保」として、地方交付税

の増額と法定率の引き上げによる地方自主財源の大幅な拡充を軸としな

がら、地方税の充実を図っていくべきことなどについて提言する。併せ

て、地域再生のための施策については 「 緑の分権改革』の推進等によ、『

る自立する地域のサポート」の必要性について提言する。

以下、これらについて詳述する。
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第二 地域主権型地方財政のビジョン

１ 地域主権型地方財政を支える地方税制度の確立

（１）地方税の十分な確保

、 、地域主権型地方財政においては 自らの歳出は自らの財源で賄い

受益と負担の明確化を図るという自治の原点に立ち返って、地方

税が歳入の中心となるべきである。

さらに、地域社会の再生と地域における生活を守るため、地方自

治体の果たすべき役割への期待が高まっており、地方税の十分な

確保が不可欠である。

こうした地方税の充実を図るに当たっては、その税目は応益性を

有し、薄く広く負担を分かち合う性質のものであること、さらに

は、税源の地域的な偏在性が少なく、税収が安定した性質のもの

であることが望ましく、地方消費税や住民税を中心とした地域主

権型税制を確立すべきである。

（２）国と地方の役割分担に応じた税源配分

地域主権型税制は、国と地方の役割分担に応じて地方自治体に

対等な課税権を設定すべきである。こうした観点に立って、国と

地方の税源配分を５：５とすることを今後の改革の当初目標とす

べきである。

なお、税源移譲に関しては、それに対する批判として、三位一

、 、体の改革により税源移譲を実施した結果 税源が都市部に集中し

。 、地方との格差が拡大したのではないかという批判がある しかし

先般の税源移譲は、個人住民税所得割の税率を10％の比例税率化

することで実施したため、比較的高所得者が集中する都市部の税

収の増加は相対的に小さく、一人当たりの税収が一番多い都道府

県と一番少ない都道府県の倍率が縮小する結果となったものであ

る。
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（３）課税自主権の拡充

地方自治体の創意工夫による課税自主権の拡充は、地方財政の

充実に加え、地域の多様化に合わせた自治体経営の自律的展開の

観点から必要である。

しかしながら、国民の経済活動を包括的に課税対象とし、経済

政策と整合性を図りつつ、国・地方を通じた課税水準を法定する

現行の税制下では、地方税の超過課税や法定外税による財源確保

には自ずと限界がある。

したがって、課税自主権の拡充に当たっては、併せて地方自治

、体が基幹的な施策を展開するために必要な財源を確保できるよう

安定的に地方税を確保することが必要である。

２ 地域主権型財政調整制度の確立

（１）新しい財政調整制度の性格と機能

地域主権の確立により、地方自治体が一層自立すれば、その一方

で地方自治体間の連帯もより強まるものである。したがって、地

域主権型地方財政においては、地方税の充実と同時に、適切に財

政調整が行われることが不可欠となる。

そのため、地域主権型地方財政を支える、財政調整（格差是正）

機能と財源保障機能を一層強化した新たな財政調整制度を創設す

ることが必要である。その際、財政調整（格差是正）機能と財源

保障機能は一体不可分なものでなければならない。

地域主権型財政調整制度においては、自立した地方自治体が相互

に支え合うという観点から、その財源は地方自治体固有のもので

あり、かつ地方自治体共有のものであることを明確にする必要が

ある。そのため、国税の一定割合を直接、財政調整制度のもとに

ある会計などに繰り入れることとすべきである。

（２）総額の安定的な保障

三位一体の改革は、地方自治体の一般財源を増やすことがその目
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的であったにもかかわらず、結果的には一般財源の削減につなが

り、本来の改革の目的に反するものであったと言えよう。

三位一体の改革として行われた地方交付税の削減は、地方財政計

画上、地方自治体に相当厳しい歳出の抑制を要請することを伴っ

た。このことにより、結果として地方経済は大きな負の影響を受

け、疲弊するに至っている。

そこで、疲弊した地方を再生させ、個性ある地域づくりができる

よう、地方自治体の自主財源を充実しなければならない。

地域主権型地方財政において、地方自治体の財源を充実するに当

たっては、安定的な財政運営を行うに足る一般財源を、地方税と

ともに地域主権型財政調整制度により十分に確保することが必要

である。併せて、財政調整制度の基盤となる地方共有の税の水準

については、地方自治体の安定的な財政運営のため予見可能性を

高める観点からも適切なものとすべきである。

３ 国庫補助負担金改革の目指すべき方向性

地域主権型地方財政の確立を図るに当たっては、国が講じている様々

な施策について、国と地方の経費負担のあり方を抜本的に見直していく

ことが必要である。

したがって、国庫補助負担金についても、地方自治体の自主性・自立

性の強化を図る見地に立って、その廃止、縮減を図ることなどにより抜

本的に見直し、税源移譲をはじめ、地方自治体が自由に使える財源を増

やすことに結びつけていくことが重要である。

国庫補助負担金を見直し、平成23年度から一括交付金制度を創設する

ことは、従来の中央集権的な国と地方の経費負担を抜本的に見直す観点

からは評価できるものである。しかし、一括交付金も特定補助金の一類

型であるならば、将来的には地方自治体の自主財源としての地方税や財

政調整制度としていくことを前提とするべきであり、あくまでも過渡的

な制度とするべきである。また、真に必要なものを除き、できるだけ速

やかに地方税財源や財政調整制度へと移行していくべきである。
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４ 地方債のあり方と地方公共団体金融機構の充実

地方自治体の起債自主権が確立されるよう、地方債の発行に係る国の

関与の見直しが必要である。その際、地方債についての市場の信認やリ

スク・ウェイトがゼロとされてきた現行の位置づけが維持されるよう十

分配意する必要がある。

また、その場合にも、資金調達力の弱い地方自治体が円滑な資金調達

を行うことができるよう、地方自治体の共同資金調達機関である地方公

共団体金融機構の財務基盤、貸付規模の充実を図るべきである。

起債自主権を歪めるとの批判もある事業費補正については、地域主権

、 、の観点も踏まえ 財政力が弱い地方自治体の事業実施に十分配慮しつつ

地方債の種類や性格に応じて、精査のうえその縮減を図るべきである。

５ 財政規律の確保

極めて厳しい地方財政の状況の下、地域主権の確立を念頭に置けば、

、 、地方自治体は従来にも増して 自らの権限と責任において透明性の高い

規律を持った財政運営を行うとともに、首長、議会及び住民によるチェ

ックを通じて、自らの地域に対する責任をもつという自治本来の機能を

発揮させることが重要である 「地方公共団体の財政の健全化に関する。

法律 （以下「地方公共団体財政健全化法」という ）により公表が義務」 。

付けられた財政指標のみならず、その構成要素についても、意義や分析

方法などを理解してもらえるよう、わかりやすく分析･公表していく必

要がある。

６ 国と地方の協議の場の法定化

地域主権型地方財政を確立するためには、国と地方が対等の立場で対

話する新たなパートナーシップ関係への根本的な転換が必要であり 「国、

と地方の協議の場」の法定化を早期に実現する必要がある。

国と地方の協議の場においては、地方に関する制度的枠組や地方の財

政の運営に重大な影響を及ぼす事項について、地方自治体の代表と国の

代表が協議を行うこととするべきである。

なお、協議の場において、地方自治体が国と対等な立場で議論を行う
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ことにより協議の質を高めるためには、地方自治体の側においても、対

等な協議の実施を支えるための体制の強化を図ることが必要である。

第三 地域主権確立への第一歩としての地方自主財源の確保

～平成22年度の地方税財政対策～

１ 「人間のための経済」の実現を目指した財政需要の適切な把握

三位一体の改革における地方交付税改革により、地方交付税総額が大

幅に減額された結果、財政力が弱い団体を中心に、住民サービスの水準

を引き下げざるを得ない状況まで生じており、住民の生活保障が危機的

状況を迎えようとしている 。*1

「国民の命と生活を守る」を第一に掲げる政府としては、このような

状況を看過してはならない。

地域住民の命と生活を守るため、地方自治体が行う地域医療の確保、

高齢者に対する福祉・介護サービスといった基礎的サービスの確保が可

能となるよう、また、地方自治体が、地域の深刻な経済・雇用情勢の実

情に応じ、産業振興や雇用創出など地域の再生につながる施策を自主的

・主体的に行えるようにするためにも、それらの施策に係る地方自治体

の財政需要を適切に把握した上で地方財政計画に積み上げ、所要の一般

財源を確保すべきである。

２ 地方交付税の増額と法定率の引き上げによる地方自主財源の大幅な拡充

前述のとおり、大幅に地方交付税が削減された結果、地域経済は大き

く疲弊している。

更に、昨秋以降の実体経済の落ち込みにより、地方税や地方交付税の

原資となる国税５税の減収が継続し、来年度も財源不足額が大幅に生じ

ることが想定されている。
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そのような中にあって、地域主権の実現により地域を活性化するため

には、地域主権の実現に向けた第一歩として、地方自治体共有の固有財

源である地方交付税を大幅に増額することにより、地方自治体の財源を

充実していくべきである。

その際、地方財政において、毎年度巨額の財源不足が生じ、地方交付

税法第６条の３第２項に該当するという不安定な状況が、平成８年度以

降連続14年間続いていることにかんがみれば、地方交付税の安定性を高

め、かつ、地方自治体の予見可能性を高めるため、同項に規定する地方

交付税の法定率の引上げを行うことにより、財源不足額を解消するべき

である。

３ 地方税の充実強化と地方税体系の見直し

税制については 「公平・透明・納得」なものとする観点から、特定、

の者の税負担の軽減等を行う措置等は、その政策目的、効果等を十分

に洗い直し、抜本的な整理合理化を図るとともに、その新設・拡充・

延長は抑制するべきである。

整理合理化に当たっては、期限の定めがある措置については、その

期限到来時に原則廃止すべきである。ただし、その措置について、背

景にある政策の今日的な 合理性 政策目的に向けた手段としての 有「 」、 「

効性 、補助金等他の政策手段と比して「相当性」のすべてが明確に認」

められる措置に限り、その内容の厳格な絞り込みを前提に、存続させ

ることを検討すべきである。

自動車関係諸税の暫定税率の廃止の検討に当たっては、地球温暖化

対策に係る国際的な取組みのなかでの我が国の役割・責任、現下の課

題となっている環境税制の導入と「緑の分権改革」の推進なども踏ま

えた環境問題に係る地方自治体の役割、国・地方ともに生ずる貴重な

税収入の減少への対応などについて十分に考慮すると、特に地方環境

税の創設をはじめとした地方税源の確保が必要である。

なお、地方自治体の課税権については、国と地方及び地方自治体間

の適正な税源配分や各地方自治体の住民負担の均衡を図るため、適切

に行使すべきである。
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４ 国直轄事業負担金の廃止による「強制された乗客」 からの脱却
*1

現在、直轄事業負担金については、いわゆる「強制された乗客」の問

題が生じている。

、 、その問題点の一つは 地方自治体の貴重な財源が直轄事業に配分され

真にその地域社会が必要とする公共サービスに配分されないという点で

ある。もう一つは、十分な事前説明がなく乗せられた上、負担内容が分

からないまま負担金の支払いを求められているという点である この 強。 「

制された乗客」から脱却するため、以下の方向で改革を進めるべきであ

る。

直轄事業については、地域主権を確立するため、全国的な見地から必

要とされる基礎的又は広域的事業に限定し、それ以外の事業は地方自治

体に移管するべきである。

維持管理費は、管理者負担の原則から、管理主体である国が負担すべ

きである。また、維持管理費負担金については、地方自治体からも直ち

に廃止すべきとの強い意見があるところであり、来年度から全廃すべき

である。

現在、国土交通省から修繕費負担金を残すという提案があるが、維持

、 、 、費と修繕費の区分 また 修繕費と建設費の区分が曖昧であることから

修繕費負担金のみ残すようなことはすべきではない。直轄事業負担金問

題は、制度そのものに対する批判に加え、請求内容など運用に対する不

審の高まりが背景にある。したがって、地方自治体が運用に不審を持つ

ような制度改正は厳に慎むべきである。

また、流水占用料等は、現行の河川法制定時において総理裁定を経て

都道府県の帰属とされた使途の制限のない地方自治体の重要な自主財源

である。実態としても、都道府県は、維持管理費負担金だけでなく、建

設費負担金に加え一級河川の都道府県管理区間の管理費用を負担するほ

か、森林保全等水源涵養に係る費用などを負担している。したがって、

維持管理費負担金の廃止と絡めて、流水占用料等の帰属を議論すべきで

はない。

建設費負担金については、速やかに工程表を作成の上、前に述べた直

轄事業の範囲の縮小などと並行して取り組み、遅くとも平成25年度当初
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予算までには全廃すべきである。その際には、社会資本整備が遅れてい

る地域に配慮する必要がある。

また、直轄事業負担金制度を廃止した場合における直轄事業に対する

地方自治体の意見の反映については、地方自治体の意見を十分に聞きつ

つ検討すべきである。

５ 地域主権の範としての子ども手当等

若年層に対する福祉施策の充実の観点から、現在、政府が検討してい

る「子ども手当」や「高校の実質無償化」等の実施に当たっては、地域

主権の実現の観点からも試金石となるものであり、将来に禍根を残さな

いためにも、目指すべき地域主権の範たるものとなるよう制度設計を行

うべきである。

これらの施策は、国の政策として打ち出されたものであり、行政責任

明確化の観点からは国が責任を負うべきものである。また、これらは地

方自治体に裁量の余地のない画一的な現金給付であり、現金給付は中央

政府が責任を持ち、対人サービスの給付は地域の実情にあわせて住民に

近いところで決定・実施するとの役割分担によるべきである。

こうした観点を踏まえ、地域主権を実現するための制度のあり方とし

ては、子ども手当や高校の実質無償化については、全額国庫負担により

実施し地方自治体の負担を求めるべきではない。

、 、なお これらの施策の運営を地方自治体が実施することとなった場合

その円滑な実施が図られるよう、地方自治体に対し事前に当該制度の十

分な説明を行うとともに、その実施のための準備期間についても十分に

確保すべきである。

また、現金給付の拡充に伴い、地方自治体における対人サービスを低

下させることは適当ではなく、これまで通り対人サービスも十分に供給

されるよう、それに要する財源を確保する必要がある。

６ 国庫補助負担金の廃止・縮減

国庫補助負担金については、事務事業の廃止、縮小を行うことを基本

として地方自治体の自主性・自立性の強化を図る見地に立って、その廃

止、縮減を図り、税源移譲をはじめ、地方自治体が自由に使える財源を
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増やすことが重要である。その際には、国と地方の財政秩序を維持する

、 、観点から 単なる予算削減を目的とした国庫補助負担率の引き下げなど

国の財政負担を地方へ転嫁するようなことは厳に行わないようにすべき

である。

先般の行政刷新会議ワーキンググループにおいては 「自治体の判断、

に任せる 「地方移管」などの仕分けがなされた事業があり、地方自治」、

体からは、地方自治体への負担転嫁などを不安視する声も出ている。

今後、予算編成に当たっては、十分に地方自治体とも協議をし、地方

自治体に移管される事業等については、税源移譲など確実な財源措置を

講ずるべきである。

また、特定疾患治療研究費補助金や幼稚園就園奨励費補助金等の国庫

補助負担金等に係る地方自治体の超過負担については、その解消を図る

べきである。

なお、地方自治体の自主的な行財政運営や行政の簡素効率化の観点か

ら、国庫補助負担金に係る申請書類や事務手続きの簡素合理化を積極的

に進めるとともに、交付決定及び資金交付を遅延することなく適正に行

うべきである。

７ 一括交付金化に向けた検討の視点

現在よりも地方自治体の自主性を強化し、自由度を拡大する改革とし

て、国庫補助負担金を改め、基本的に地方自治体が自由に使える「一括

交付金」の創設が検討されている。

この一括交付金の制度設計に当たっては、まずは、現行の補助金所管

省庁の関与が残らないようにすべきである。また、地方自治体の意見も

踏まえながら、地方自治体が必要とする事業の執行に支障が生じないよ

う、必要な総額を確保する必要がある。

さらに、その交付基準は、基本的に客観指標によるべきであるが、そ

の策定に際しては、地域間の格差是正の観点から財政力、社会資本整備

の状況等を考慮するとともに、継続事業の執行に支障が生じないように

配慮すべきである。

なお、社会保障など義務的な性格のものについては、その必要額を確

実に確保すべきである。
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８ 公債費負担の軽減と地方債資金の確保

、 、極めて厳しい地方財政の状況の下 地方自治体等の強い要望を踏まえ

公的資金の補償金免除繰上償還により、引き続き高金利地方債の公債費

負担の軽減に取り組む必要がある。

地方債資金については、地方自治体が地域の活性化に積極的に取り組

むことができるよう、一般市町村を中心に、所要の公的資金を確保すべ

きである。

同時に、資金調達は自らの権限と責任において行うべきであるという

観点から、都道府県及び政令指定都市においては全国型市場公募地方債

等による市場からの資金調達を一層推進するとともに、一般市町村にお

いても住民参加型市場公募地方債の活用などにより、民間資金調達を充

実することも求められる。

併せて、住民及び市場関係者の一層の理解が得られるよう、地方債に

関する制度や商品性について、積極的にＩＲ活動等により情報提供を行

う必要がある。

公営競技納付金制度は、地方公共団体金融機構の重要な財務基盤であ

り、全国的なレベルでの公営競技収益金の均てん化措置として、重要か

つ有効な手段であることにかんがみ、平成23年度以降においてもその延

長を図るべきである。

第四 「緑の分権改革」の推進等による自立する地域のサポート

１ 「緑の分権改革」の推進

地域主権型社会を確立するためには、行財政制度のみならず、個々人

の生活や地域の経済等における地域主権をも目指すべきである。

こうした観点に立てば、個々人の生活や地域経済における基本問題で

あるエネルギーや食料の供給構造も考慮した、地域主権型社会を確立し

ていかなければならない。

「緑の分権改革」とは、それぞれの地域で様々な主体が協働・連携し

て、豊かな自然環境、地域において生産される食料、再生可能なクリー

ンエネルギー、歴史文化資産等の地域資源や域内での資金循環等を最大

限活用し、地域の活性化、絆の再生を図ることにより 「地域から人材、、
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資金が流出する中央集権型の社会構造」を「地域の自給力と富を生み出

す力を高める地域主権型社会」へと転換することである。

こうした「緑の分権改革」を、地域主権改革の重要な柱として位置づ

ける必要がある。

２ 定住自立圏構想の推進

住民の生活実態やニーズに応じて、基礎自治体が自主的な協定を締結

し、相互に役割分担して連携する「定住自立圏構想」を推進することに

より、圏域全体で生活に必要な機能を確保して、地域住民の生命と暮ら

しを守ることが必要である。平成21年11月末時点では、36市が中心市宣

言を行い、61市町村により12の定住自立圏が形成されており、全国の定

住自立圏の取組状況を踏まえ、引き続き定住自立圏の取組に対する財政

措置を講じるべきである。

３ 切れ目のない過疎対策の推進

過疎地域自立促進特別措置法は、本年度末で失効するが、過疎地域に

おいては、著しい人口減少と高齢化の進展、農林水産業の衰退、将来の

維持が危ぶまれる集落の発生、身近な生活交通の不足、地域医療の危機

など、様々な困難に直面している。

こうした過疎地域の厳しい状況を踏まえれば、農林漁業の立て直し、

産業の育成、医療をはじめとする暮らしの安心の確保などを図り、過疎

地域が自立的・持続的な地域経営を行えるようにしなければならない。

このため、それぞれの地域がその個性や資源を十分いかしながら、地域

の活性化に向けた施策を積極的に展開できるよう 「コンクリートから、

人へ」という考え方も取り入れたソフト対策の充実も含め、立法措置に

基づく切れ目のない過疎対策を講じていくことが必要である。

４ 自主的市町村合併の円滑化

平成11年度以来、地方分権の担い手にふさわしい行財政基盤を有する

基礎自治体を確立すること等を目的として、全国的に市町村合併が推進
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され、その結果、平成11年３月31日に3,232あった市町村数は1,742 と
*1

なり、全体として、市町村合併は相当程度進展している。

一方で、全国的な市町村合併推進運動は、開始後10年が経過し、従来

と同様の手法を続けていくことには限界があると考えられることから、

市町村の合併の特例等に関する法律の期限である平成22年３月末までで

一区切りとすることが適当である。

しかしながら、今後の地域主権改革の進展や少子高齢化等の課題を踏

まえれば、市町村の行財政基盤の強化は引き続き必要であり、その手法

として自ら合併を選択する市町村に対して合併を円滑にする措置を引き

続き実施するため、財政措置も含めた制度の整備を行うべきである。

併せて、これまでに合併した市町村に対し、市町村合併支援プラン等

で示された財政措置を確実に行うべきである。

５ 財政健全化法に基づく財政規律の確保

平成19年６月に制定された地方公共団体財政健全化法が、平成21年度

、から財政健全化計画及び財政再生計画の策定の義務づけ等の規定も含め

本格的に施行された。

財政指標が基準以上となった団体にあっては、議会の議決を経た財政

健全化計画等に基づいて、財政の健全化に向けた取組を着実に実施する

必要がある。

また、地方公共団体財政健全化法は、全ての地方自治体を対象として

財政の健全化を図ることを目的としており、基準未満の地方自治体にお

いても、法の趣旨を十分理解の上、不断に財政健全化に取り組まなけれ

ばならない。

そのためには、各地方自治体において、財政指標の単純な評価のみで

はなく、行政改革の進捗状況、財政構造の弾力性及び将来にわたる財政

負担の見込み等を把握し、総合的に財政状況を評価することが必要であ

る。

財政指標の公表の際には、住民や議会への説明責任の観点から、財政

指標の分析、他団体との比較等を行った上で、住民に対してわかりやす

く説明すべきである。また、財政健全化計画等及びその実施状況の公表
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等は、住民自治による財政の健全化を推進する上で必要なものであり、

基本方針や具体的方策について分かりやすく公表するよう努める必要が

ある。

６ 公共サービス基本法の精神に則った適切な公共サービスの提供

公共サービス基本法が本年７月１日に施行され、公共サービスの実施

並びに公共サービスに関する施策の策定及び実施は、国民が健全な生活

環境の中で日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにする

ことを基本として行わなければならないとの基本理念が定められたとこ

ろである。

各地方自治体においては、公共サービス基本法の基本理念に則り、以

下の事項に留意しつつ、安全かつ良質な公共サービスが、確実、効率的

かつ適正に実施されるよう努めることが重要である。

（１）公共サービスの効率的な実施

国・地方を通じる厳しい財政状況の中において、真に住民生活に

必要な施策・課題等については重点的に対応しつつ、簡素で効率的

な行政を実現するため、不断に行政改革に取り組むことが求められ

ている。

これまで地方自治体は、集中改革プランに基づく行政改革の取組

を懸命に進め、大幅な定員純減に取り組んでいる 。また、給与につ*1

いても、地域の民間企業の給与水準の反映、技能労務職員の給与等

の見直し、情報開示の徹底等に取り組んでいる 。
*2

しかしながら、行政改革については、住民から強い関心が寄せら

れているところであり、国民の理解や信頼のもとに地方一体となっ

て地域主権の確立や税制の抜本改革を推進していくためにも、各地

方自治体においては、地域の実情を踏まえつつ、引き続き自主的に
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行政改革に取り組んでいかなければならない。

こうした地方自治体の取組を支援するため、総務省においては、

集中改革プラン等による取組の成果の検証等を踏まえ、今後の各地

方自治体の行政改革の推進のため適切な情報提供を行っていく必要

がある。

また、地方自治体の定員に関わる必置規制や職員配置基準などの

、制度・施策について政府全体として積極的な見直しを行うとともに

地方自治体の行政改革に支障を来すような施策を厳に抑制すること

が不可欠である。

（２）住民への適切な情報提供のための地方公会計の整備

地方自治体の公会計については、２つの公会計モデルを活用し、

全ての地方自治体において、連結財務書類４表が早期に整備される

ように、その取組を更に一層促進しなければならない。また、財務

書類を住民へ提示するに当たっては、必要な説明や分析を加えた分

かりやすい公表に配慮することが重要である。

（３）地方公営企業、地方公社及び第三セクターの抜本改革

地方公営企業、地方公社及び第三セクターについては、地方公共

団体財政健全化法の施行及び第三セクター等改革推進債の創設等を

踏まえ、存廃を含めた抜本改革に集中的に取組み、一層の経営健全

化、将来的な財政負担の明確化及びその計画的な削減に努めるべき

である。

また、公営企業の抜本的な改革や資本費負担の軽減等を通じた経

営基盤の強化等の課題に対応するため、所要の地方財政措置を講じ

るべきである。特に、病院事業については 「公立病院改革ガイドラ、

イン」を踏まえて策定された「改革プラン」に基づく公立病院改革

を推進するとともに、地域医療確保の観点から、公立病院に関する

財政措置の充実を図る必要がある。
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（４）地方公営企業の会計制度等の改革

地方公営企業会計制度等については、地方分権改革とも結びつい

たこれまでの議論を踏まえ、所要の法令改正を検討すべきである。

また、新たな会計制度の円滑な導入等に向けて、所要の地方財政措

置を講じるべきである。

（５）新しい公共サービスの担い手の育成

近年、少子高齢化の進展や男女共同参画社会の形成に伴い、従来

家族や共同体が担ってきたものが公共サービスなどに変わることに

より公共の守備範囲が拡大している。その一方で、住民のニーズが

多様化・高度化し、行政のみがこれに対応していくことは質的にも

量的にも限界にきている。

このような中で、行政と住民の役割分担を再検討し、地域コミュ

ニティやＮＰＯ、その他の住民団体等の多様な主体による公共サー

ビスの提供を実現していくために、これらを総合的、包括的にマネ

ジメントする組織としての「地域協働体」の構築や、新しい公共サ

ービスの担い手となる人材の育成を推進する必要がある。

第五 おわりに ～地域主権の確立に向けて～

１ 地域主権を確立するための基本法の制定

地域主権改革は、地域間の格差を拡大させるものであってはならず、

地域が個性を発揮することにより活気に満ちた地域社会をつくり出すも

のでなければならない。そのために、地方税を中心としつつ、一層強化

した財政調整制度を備えた地域主権型地方財政の確立が必要であること

を述べてきた。

今後、地域主権の確立に向けた推進力とするために、地域主権の基本

原則を基本法という形で示すことが必要ではないかと考える。

そして、この基本原則に則り、国の責務と地方の責務を踏まえた、地

方における積極的な施策展開 「自立と創造」による地方独自の施策展、

開がなされることを期待する。
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２ 地域主権の理念に照らした政策判断の必要性

地域主権社会においては、国の政策変更を一方的に地方に押しつける

ことは不適当である。国の政策の変更に当たっては、地方への配慮が必

要であり、積極的に国と地方の協議の場で議論するなど、その適切な運

用が必要である。

その際、地方に事務・事業の執行や財政支出を求めようとする場合に

、 、 。おいては 地域主権の原則に照らし 適切に政策判断を行うべきである

、 、以上 本意見が真の地域主権社会の実現に資するものとなるよう願い

結びに代えたい。
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